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議案第３３号 

 

倉吉市表彰条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市表彰条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市表彰条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市表彰条例（昭和57年倉吉市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号を削る。 

 

改正後 改正前 

  

（功労表彰） （功労表彰） 

第３条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当す

るものに対してこれを行う。 

第３条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当

するものに対してこれを行う。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

 (５) 市の公益、市民福祉の増進等のため200万

円（団体の場合は500万円）以上の金品を寄付

したもの 

  

（善行表彰） （善行表彰） 

第５条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当す

るものに対してこれを行う。 

第５条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当

するものに対してこれを行う。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

 (５) 市の公益、市民福祉の増進等のため、20

万円（団体の場合は50万円）以上の金品を寄

付したもの 

  

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正前の第３条第５号及び第５条第５号の規定による表彰は、平成27年８月１日前に

その対象となるものに限り、適用する。 
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議案第３４号 

 

倉吉市事務分掌条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市事務分掌条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市事務分掌条例（昭和47年倉吉市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後

部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に

対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（事務分掌） （事務分掌） 

第２条 各部の事務分掌は、おおむね次のとおりとす

る。 

第２条 各部の事務分掌は、おおむね次のとおりとす

る。 

総務部 総務部 

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略 

 (10) 国民年金に関する事項 

(10) 略 (11) 略 

企画振興部 企画振興部 

(１)～(17) 略 (１)～(17) 略 

福祉保健部 福祉保健部 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 国民年金に関する事項  

(６) 略 (５) 略 

産業環境部 産業環境部 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

建設部 建設部 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第３５号 

 

倉吉市情報公開条例等の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市情報公開条例等の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市情報公開条例等の一部を改正する条例 

 

（倉吉市情報公開条例の一部改正） 

第１条 倉吉市情報公開条例（平成13年倉吉市条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場

合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 公文書の開示（第５条―第16条） 第２章 公文書の開示（第５条―第16条） 

第３章 審査請求（第17条―第19条） 第３章 不服申立て（第17条―第19条） 

第４章 雑則（第20条―第26条） 第４章 雑則（第20条―第26条） 

附則 附則 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市

長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、公営企業の管理者（地方

公営企業法（昭和27年法律第292号）第８条第２

項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。

以下同じ。）及び議会をいう。 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市

長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、公営企業の管理者（地方

公営企業法（昭和27年法律第292号）第８条第２

項の規定により管理者の権限を行う市長を含

む。）及び議会をいう。 

２ 略 ２ 略 

  

第３章 審査請求 第３章 不服申立て 

  

（審査請求に係る諮問等） （不服申立てに係る諮問等） 

第17条 実施機関（実施機関が公営企業の管理者で

ある場合にあっては、市長。以下この章において

同じ。）は、開示決定等又はその不作為について

行政不服審査法（平成26年法律第68号）による審

査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該

当するときを除き、遅滞なく、倉吉市情報公開・

個人情報保護審査会条例（平成17年倉吉市条例第

９号）第１条に規定する倉吉市情報公開・個人情

報保護審査会に諮問しなければならない。この場

合において、同法第９条第１項本文の規定は、同

項ただし書の規定に基づき、適用しない。 

第17条 実施機関は、開示決定等について行政不服

審査法（昭和37年法律第160号）による不服申立

てがあったときは、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、遅滞なく倉吉市情報公開・個人情

報保護審査会条例（平成17年倉吉市条例第９号）

第１条に規定する倉吉市情報公開・個人情報保護

審査会に諮問しなければならない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 (１) 不服申立てが不適法であり、却下すると

き。 

(２) 審査請求に対する裁決で、開示決定等（開

示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定

を除く。以下この号及び第19条において同

じ。）を取り消し、若しくは変更し、当該審査

請求に係る公文書の全部を開示し、若しくは不

作為に係る開示請求に対する開示決定等をし、

又はこれらのことを公営企業の管理者に命じる

(２) 不服申立てに対する決定で、開示決定等

（開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の

決定を除く。以下この号及び第19条において同

じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立

てに係る公文書の全部を開示するとき。ただ

し、当該開示決定等について反対意見書が提出

されているときを除く。 

6



 

とき。ただし、当該開示決定等について反対意

見書が提出されているときを除く。 

２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答

申があったときは、これを尊重して、速やかに、

当該審査請求に対する裁決をしなければならな

い。 

２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答

申があったときは、これを尊重して、速やかに、

当該不服申立てに対する決定をしなければならな

い。 

  

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知） 

第18条 前条第１項の規定により諮問をした実施機

関（以下「諮問実施機関」という。）は、次に掲

げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知

しなければならない。 

第18条 前条第１項の規定により諮問をした実施機

関（以下「諮問実施機関」という。）は、次に掲

げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知

しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人 (１) 不服申立人及び参加人 

(２) 開示請求者（その者が審査請求人及び参加

人である場合を除く。） 

(２) 開示請求者（その者が不服申立人及び参加

人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る開示決定等について反

対意見書を提出した第三者（その者が審査請求

人及び参加人である場合を除く。） 

(３) 当該不服申立てに係る開示決定等について

反対意見書を提出した第三者（その者が不服申

立人及び参加人である場合を除く。） 

  

（第三者からの審査請求を棄却する場合等におけ

る手続） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等にお

ける手続） 

第19条 第14条第３項の規定は、次の各号のいずれ

かに該当する裁決をする場合について準用する。

第19条 第14条第３項の規定は、次の各号のいずれ

かに該当する決定をする場合について準用する。

(１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を

却下し、又は棄却する裁決 

(１) 開示決定に対する第三者からの不服申立て

を却下し、又は棄却する決定 

(２) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該

開示決定等に係る公文書の全部又は一部を開示

する旨の裁決（第三者である参加人が当該公文

書の開示に反対の意思を表示している場合に限

る。） 

(２) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当

該開示決定等に係る公文書の全部又は一部を開

示する旨の決定（第三者である参加人が当該公

文書の開示に反対の意思を表示している場合に

限る。） 

  

 

（倉吉市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 倉吉市個人情報保護条例（平成17年倉吉市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場

合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い（第

６条―第13条） 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い（第

６条―第13条） 

第３章 開示、訂正及び利用停止 第３章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示（第14条―第25条） 第１節 開示（第14条―第25条） 

第２節 訂正（第26条―第31条の２） 第２節 訂正（第26条―第31条の２） 

第３節 利用停止（第32条―第36条） 第３節 利用停止（第32条―第36条） 

第４節 審査請求（第37条―第39条） 第４節 不服申立て（第37条―第39条） 
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第４章 雑則（第40条―第44条） 第４章 雑則（第40条―第44条） 

第５章 罰則（第45条―第48条） 第５章 罰則（第45条―第48条） 

附則 附則 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、公

営企業の管理者（地方公営企業法（昭和27年法

律第292号）第８条第２項の規定により管理者

の権限を行う市長を含む。以下同じ。）及び議

会をいう。 

(１) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、公

営企業の管理者（地方公営企業法（昭和27年法

律第292号）第８条第２項の規定により管理者

の権限を行う市長を含む。）及び議会をいう。

(２)～(９) 略 (２)～(９) 略 

  

第４節 審査請求 第４節 不服申立て 

  

（審査会への諮問等） （審査会への諮問等） 

第37条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止

決定等又はこれらについての不作為について行政

不服審査法（平成26年法律第68号）による審査請

求があった場合は、当該審査請求に係る実施機関

（実施機関が公営企業の管理者である場合にあっ

ては、市長。以下この節において同じ。）は、次

の各号のいずれかに該当するときを除き、審査会

に諮問しなければならない。この場合において、

同法第９条第１項本文の規定は、同項ただし書の

規定に基づき、適用しない。 

第37条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定

等について行政不服審査法（昭和37年法律第160

号）による不服申立てがあったときは、当該不服

申立てに係る実施機関は、次の各号のいずれかに

該当するときを除き、審査会に諮問しなければな

らない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 (１) 不服申立てが不適法であり、却下すると

き。 

(２) 裁決で、審査請求に係る開示決定等（開示

請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の

決定を除く。以下この号及び第39条において同

じ。）を取り消し、若しくは変更し、当該審査

請求人に係る保有個人情報の全部を開示し、若

しくは不作為に係る開示請求に対する開示決定

等をし、又はこれらのことを公営企業の管理者

に命じるとき。ただし、当該開示決定等につい

て反対意見書が提出されているときを除く。 

(２) 決定で、不服申立てに係る開示決定等（開

示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨

の決定を除く。以下この号及び第39条において

同じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申

立てに係る保有個人情報の全部を開示すると

き。ただし、当該開示決定等について反対意見

書が提出されているときを除く。 

(３) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等（訂正

請求の全部を認容して訂正をする旨の決定を除

く。）を取り消し、若しくは変更し、当該審査

請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正を

し、若しくは不作為に係る訂正請求に対する訂

正決定等をし、又はこれらのことを公営企業の

管理者に命じるとき。 

(３) 決定で、不服申立てに係る訂正決定等（訂

正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を

除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申

立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をす

るとき。 

(４) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等

（利用停止請求の全部を認容して利用停止をす

る旨の決定を除く。）を取り消し、若しくは変

更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部

(４) 決定で、不服申立てに係る利用停止決定等

（利用停止請求の全部を容認して利用停止をす

る旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更

し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部
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を認容して利用停止をし、若しくは不作為に係

る利用停止請求に対する利用停止決定等をし、

又はこれらのことを公営企業の管理者に命じる

とき。 

を容認して利用停止をするとき。 

２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答

申があったときは、これを尊重して、速やかに、

当該審査請求に対する裁決をしなければならな

い。 

２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答

申があったときは、これを尊重して、速やかに、

当該不服申立てに対する決定をしなければならな

い。 

  

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知） 

第38条 前条第１項の規定により諮問をした実施機

関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面

により通知しなければならない。 

第38条 前条第１項の規定により諮問をした実施機

関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面

により通知しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人 (１) 不服申立人及び参加人 

(２) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求

者（これらの者が審査請求人又は参加人である

場合を除く。） 

(２) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求

者（これらの者が不服申立人又は参加人である

場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る開示決定等について反

対意見書を提出した第三者（その者が審査請求

人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該不服申立てに係る開示決定等について

反対意見書を提出した第三者（その者が不服申

立人又は参加人である場合を除く。） 

  

（第三者からの審査請求を棄却する場合等におけ

る手続） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等にお

ける手続） 

第39条 第23条第３項の規定は、次の各号のいずれ

かに該当する裁決をする場合について準用する。

第39条 第23条第３項の規定は、次の各号のいずれ

かに該当する決定をする場合について準用する。

(１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を

却下し、又は棄却する裁決 

(１) 開示決定に対する第三者からの不服申立て

を却下し、又は棄却する決定 

(２) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該

開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の

裁決（第三者である参加人が当該保有個人情報

の開示に反対の意思を表示している場合に限

る。） 

(２) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当

該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨

の決定（第三者である参加人が当該保有個人情

報の開示に反対の意思を表示している場合に限

る。） 

  

 

（倉吉市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第３条 倉吉市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成17年倉吉市条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の

欄中下線が引かれた部分（追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改

正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分

を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 審査会は、次に掲げる事項について、倉吉

市情報公開条例（平成13年倉吉市条例第24号。以

下「公開条例」という。）第２条第１項又は倉吉

市個人情報保護条例（平成17年倉吉市条例第８

第２条 審査会は実施機関（倉吉市情報公開条例

（平成13年倉吉市条例第24号。以下「公開条例」

という。）第２条第１項又は倉吉市個人情報保護

条例（平成17年倉吉市条例第８号。以下「保護条
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号。以下「保護条例」という。）第２条第１号に

規定する実施機関（第１号又は第５号に掲げる事

項について、当該事項に係る事件の実施機関が公

営企業の管理者である場合には、市長。以下同

じ。）の諮問に応じ、調査及び審議をする。 

例」という。）第２条第１号に規定する実施機関

をいう。以下同じ。）の諮問に応じ、次に掲げる

事項について調査及び審議をする。 

(１) 公開条例第17条第１項の規定による審査請

求に関する事項 

(１) 公開条例第17条第１項の規定による不服申

立てに関する事項 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

(５) 保護条例第37条第１項の規定による審査請

求に関する事項 

(５) 保護条例第37条第１項の規定による不服申

立てに関する事項 

２ 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があ

ると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保

護制度に関する事項について調査をし、及び実施

機関に意見を述べることができる。 

 

  

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限） 

第７条 審査会は、諮問をした実施機関（以下「諮

問実施機関」という。）に対し、審査請求のあっ

た処分に係る公文書又は保有個人情報及び行政不

服審査法（平成26年法律第68号）第９条第３項に

おいて読み替えて適用する同法第29条第２項に規

定する弁明書の提示を求めることができる。この

場合においては、何人も、審査会に対し、その提

示された公文書又は保有個人情報の開示を求める

ことができない。 

第７条 審査会は、諮問をした実施機関（以下「諮

問実施機関」という。）に対し、不服申立てのあ

った処分に係る行政文書又は保有個人情報の提示

を求めることができる。この場合においては、何

人も、審査会に対し、その提示された行政文書又

は保有個人情報の開示を求めることができない。

２ 略 ２ 略 

３ 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請

求人、参加人又は諮問実施機関（以下「審査請求

人等」という。）に対して、意見若しくは説明又

はこれらを記した書面（以下「意見書等」という

。）若しくは資料の提出を求めることができる。

３ 審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服

申立人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申

立人等」という。）に対して、意見若しくは説明

又は資料の提出を求めることができる。 

  

（提出資料の閲覧等） （提出資料の閲覧等） 

第８条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に

提出された意見書等若しくは資料の閲覧又は当該

意見書等若しくは資料の写しの交付を求めること

ができる。この場合において、審査会は、第三者

の利益を害するおそれがあると認めるときその他

正当な理由があるときでなければ、当該閲覧を拒

むことができない。 

第８条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に

提出された意見書又は資料の閲覧を求めることが

できる。この場合において、審査会は、第三者の

利益を害するおそれがあると認めるときその他正

当な理由があるときでなければ、当該閲覧を拒む

ことができない。 

２ 略 ２ 略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正

請求若しくは利用停止請求についての不服申立ては、なお従前の例による。 
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議案第３６号 

 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 

次のとおり行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を制定することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（倉吉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１条 倉吉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年倉吉市条例第81号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（公平委員会の報告事項） （公平委員会の報告事項） 

第５条 公平委員会が前条の規定により報告しなけ

ればならない事項は、次に掲げる事項とする。 

第５条 公平委員会が前条の規定により報告しなけ

ればならない事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 不利益処分に関する審査請求の状況 (２) 不利益処分に関する不服申立ての状況 

  

 

（倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 倉吉市職員の給与に関する条例（昭和28年倉吉市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（期末手当の支給の一時差止め） （期末手当の支給の一時差止め） 

第23条の３ 略 第23条の３ 略 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止

める処分（以下「一時差止処分」という。）を受

けた者は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

による審査請求をすることができる期間が経過し

た後においては、当該一時差止処分後の事情の変

化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、

その取消しを申し立てることができる。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止

める処分（以下「一時差止処分」という。）を受

けた者は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）

による不服申立てをすることができる期間が経過

した後においては、当該一時差止処分後の事情の

変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、

その取消しを申し立てることができる。 

３～６ 略 ３～６ 略 

  

 

（倉吉市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第３条 倉吉市職員退職手当支給条例（昭和29年倉吉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第13条 略 第13条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支

払を差し止める処分（以下「支払差止処分」とい

う。）を受けた者は、行政不服審査法（平成26年

法律第68号）第18条第１項本文に規定する期間が

経過した後においては、当該支払差止処分後の事

情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退

職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てる

ことができる。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支

払を差し止める処分（以下「支払差止処分」とい

う。）を受けた者は、行政不服審査法（昭和37年

法律第160号）第14条第１項又は第45条に規定する

期間が経過した後においては、当該支払差止処分

後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行

った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し

立てることができる。 
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５～10 略 ５～10 略 

  

 
（倉吉市税条例の一部改正） 

第４条 倉吉市税条例（昭和29年倉吉市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（災害等による期限の延長） （災害等による期限の延長） 

第18条の２ 市長は、広範囲にわたる災害その他や

むを得ない理由により、法又はこの条例に定める

申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に

関するものを除く。）又は納付若しくは納入（以

下本条中「申告等」という。）に関する期限まで

にこれらの行為をすることができないと認める場

合には、地域、期日その他必要な事項を指定して

当該期限を延長するものとする。 

第18条の２ 市長は、広範囲にわたる災害その他や

むを得ない理由により、法又はこの条例に定める

申告、申請、請求その他書類の提出（不服申立て

に関するものを除く。）又は納付若しくは納入（以

下本条中「申告等」という。）に関する期限まで

にこれらの行為をすることができないと認める場

合には、地域、期日その他必要な事項を指定して

当該期限を延長するものとする。 

２～５ 略 ２～５ 略 

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第３７号 

 

倉吉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（倉吉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１条 倉吉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年倉吉市条例第81号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改

正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動

号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。）を削る。 

 

改正後 改正前 

  

（報告事項） （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に

関し、任命権者が報告しなければならない事項は、

職員（臨時的任用職員及び非常勤職員（法第28条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる

事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に

関し、任命権者が報告しなければならない事項は、

職員（臨時的任用職員及び非常勤職員（法第28条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる

事項とする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 職員の人事評価の状況  

(３) 略 (２) 略 

(４) 略 (３) 略 

(５) 略 (４) 略 

(６) 略 (５) 略 

(７) 略 (６) 略 

(８) 職員の退職管理の状況  

(９) 職員の研修の状況 (７) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(10) 略 (８) 略 

(11) 略 (９) 略 

  

 

（倉吉市任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第２条 倉吉市任期付職員の採用等に関する条例（平成26年倉吉市条例第27号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成14年法律第48号。以

下「法」という。）第３条第１項及び第２項、第４

条、第５条、第６条第２項並びに第７条第１項及び

第２項並びに地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第24条第５項の規定に基づき、職員（法第２条第１

項本文に規定する職員をいう。以下同じ。）の任期

を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の

給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成14年法律第48号。以

下「法」という。）第３条第１項及び第２項、第４

条、第５条、第６条第２項並びに第７条第１項及び

第２項並びに地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第24条第６項の規定に基づき、職員（法第２条第１

項本文に規定する職員をいう。以下同じ。）の任期

を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の

給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

  

 

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 
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第３条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和31年倉吉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第24条第５項及び倉吉市職員の給与に関す

る条例（昭和28年倉吉市条例第30号）第13条の規定

に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定め

ることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第24条第６項及び倉吉市職員の給与に関す

る条例（昭和28年倉吉市条例第30号）第13条の規定

に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定め

ることを目的とする。 

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第３８号 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

17



職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年倉吉市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第24条第５項の規定に基づき、職員の勤務

時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第24条第６項の規定に基づき、職員の勤務

時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

  

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） （育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） 

第８条 任命権者は、次に掲げる職員が規則の定め

るところにより、その子を養育するために請求し

た場合には、公務の運営に支障がある場合を除

き、規則の定めるところにより、当該職員に当該

請求に係る早出遅出勤務（始業及び終業の時刻

を、職員が育児又は介護を行うためのものとして

あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時

間の割り振りによる勤務をいう。）をさせるもの

とする。 

第８条 任命権者は、次に掲げる職員が規則の定め

るところにより、その子を養育するために請求し

た場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、

規則の定めるところにより、当該職員に当該請求

に係る早出遅出勤務（始業及び終業の時刻を、職

員が育児又は介護を行うためのものとしてあらか

じめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り

振りによる勤務をいう。）をさせるものとする。

(１) 略 (１) 略 

(２) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支

援学校の小学部に就学している子のある職員で

あって、規則で定めるもの 

(２) 小学校に就学している子のある職員であっ

て、規則で定めるもの 

２ 略 ２ 略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を早出遅出勤務の開始の日とするこの条例に

よる改正後の第８条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、当該請求を行うこ

とができる。 
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議案第３９号 

 

倉吉市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市特別職報酬等審議会条例（昭和39年倉吉市条例第43号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する

改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。 

 

改正後 改正前 

  

（諮問） （諮問） 

第２条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市

長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議

会に提案しようとするときは、あらかじめ、当該議

員報酬等の額について審議会の意見を聴くものと

する。 

第２条 市長は、議会の議員の議員報酬の額、市長、

副市長及び教育長の給料の額その他特別職の職員

の報酬の額に関する条例を議会に提案しようとす

るときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額につい

て審議会の意見を聞くものとする。 

２ 略 ２ 略 

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第４０号 

 

倉吉市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 倉吉市職員の給与に関する条例（昭和28年倉吉市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「削除号」という。）を削り、同表の改正

後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「追加条項等」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除号を除く。以下「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在す

る場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合

には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律

第261号。以下「法」という。）第24条第５項の

規定に基づき、職員（倉吉市公営企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和41年倉吉市条

例第44号）第２条に規定する企業職員及び倉吉市

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭

和44年倉吉市条例第16号）第１条第２項に規定す

る職員を除く。）の給与について必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律

第261号。以下「法」という。）第24条第６項の

規定に基づき、職員（倉吉市公営企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和41年倉吉市条

例第44号）第２条に規定する企業職員及び倉吉市

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭

和44年倉吉市条例第16号）第１条第２項に規定す

る職員を除く。）の給与について必要な事項を定

めるものとする。 

  

（給料表及び等級別基準職務表） （給料表） 

第３条 略 第３条 略 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に

基づき給料表に定める職務の級に分類するものと

し、その分類の基準となるべき標準的な職務の内

容は、等級別基準職務表（別表第２）で定めると

ころによる。 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に

基づき給料表に定める職務の級に分類するものと

し、その分類の基準となるべき標準的な職務の内

容は、規則で定める。 

３ 前項に規定する等級別基準職務表に基づき分類

される職員の職務の給料表に定める職務の級は、

別に規則で定める。 

 

  

（住居手当） （住居手当） 

第10条の２ 住居手当は、次の各号のいずれかに該

当する職員に支給する。 

第10条の２ 住居手当は、自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、月額12,000円を超

える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っ

ている職員（市が設置する公舎を貸与され、使用

料を支払っている職員その他規則で定める職員を

除く。）に支給する。 

(１) 自ら居住するための住宅（貸間を含む。次

号において同じ。）を借り受け、月額12,000円

を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を

支払っている職員（市が設置する公舎を貸与さ

れ、使用料を支払っている職員その他規則で定

める職員を除く。） 

 

(２) 第11条の２第１項又は第３項の規定により

単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居

 

22



住するための住宅（市が設置する公舎その他規

則で定める住宅を除く。）を借り受け、月額

12,000円を超える家賃を支払っているもの又は

これらのものとの権衡上必要があると認められ

るものとして規則で定めるもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じて、当該各号に掲げる額（第１号に掲げ

る職員のうち第２号に掲げる職員でもあるものに

ついては、第１号に掲げる額及び第２号に掲げる

額の合計額）とする。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じて、当該各号に掲げる額（その額に100

円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額）とする。 

 (１) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職

員 家賃の月額から12,000円を控除した額 

 (２) 月額23,000円を超える家賃を支払っている

職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の

２分の１（その控除した額の２分の１が１万

6,000円を超えるときは、16,000円）を11,000

円に加算した額 

(１) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員

の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額（その

額に100円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額）に相当する額 

 

ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職

員 家賃の月額から12,000円を控除した額 

 

イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている

職員 家賃の月額から23,000円を控除した額

の２分の１に相当する額（その控除した額の

２分の１が16,000円を超えるときは、16,000

円）を11,000円に加算した額 

 

(２) 前項第２号に掲げる職員 第１号の規定の

例により算出した額の２分の１に相当する額

（その額に100円未満の端数を生じた時は、こ

れを切り捨てた額） 

 

３ 略 ３ 略 

  

（給与の口座振替） （給与の口座振替） 

第24条の４ 略 第24条の４ 略 

  

（諸手当の支給日）  

第24条の５ 管理職手当、扶養手当、住居手当、地

域手当、通勤手当及び単身赴任手当は、当月分を

給料の支給日に支給する。 

 

２ 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別

勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給

する。ただし、市長が特別の事情があると認める

ときは、支給期日を変更し、又は分割して支給す

ることができる。 

 

３ 職員が、勤務時間条例第８条の３第１項の規定

により指定された時間外勤務代休時間に勤務した

場合において支給する当該時間外勤務代休時間の

指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時
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間外勤務手当に対する前項の規定の適用について

は、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条

例第８条の３第１項の規定により時間外勤務代休

時間が指定された日の属する月の翌月の」とす

る。 

  

 

第２条 倉吉市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１の次に次の１表を加える。 

  

24



別表第２（第３条関係） 

 

等級別基準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 １ 定例的な業務を行う主事又は技師の職務 

２ 特定の業務を専門的に行う職の職務 

２級 １ 知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の

職務 

２ 知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的に行う

職の職務 

３級 １ 主任の職務 

２ 相当高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専

門的に行う職の職務 

４級 １ 係長又は主幹の職務 

２ 高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専門的

に行う職の職務 

５級 １ 室長、課長補佐、所長補佐、局長補佐、園長又は副園

長の職務 

２ 特に高度の知識又は経験を必要とする特定の業務を専

門的に行う職の職務 

６級 １ 課長、所長、局長又は主査の職務 

２ 特に高度の知識又は経験を必要とする園長の職務 

７級  次長、事務局長、会計管理者又は防災調整監の職務 

８級  部長又は参事の職務 
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（倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和44年倉吉市条例第16号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「追加号」という。）を加

える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号を除

く。）に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（住居手当） （住居手当） 

第３条の２ 住居手当は、次の各号のいずれかに該

当する職員に支給する。 

第３条の２ 住居手当は、自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、家賃（使用料を含

む。）を支払っている職員（市が設置する公舎を

貸与され、使用料を支払っている職員を除く。）

に支給する。 

(１) 自ら居住するための住宅（貸間を含む。次

号において同じ。）を借り受け、家賃（使用料

を含む。以下同号において同じ。）を支払って

いる職員（市が設置する公舎を貸与され、使用

料を支払っている職員その他市長が定める職員

を除く。） 

 

(２) 第４条の２の規定により単身赴任手当を支

給される職員で、配偶者が居住するための住宅

（市が設置する公舎その他市長が定めるものを

除く。）を借り受け、家賃を支払っているもの

又はこれらのものとの権衡上必要があると認め

られるものとして市長が定めるもの 

 

  

 

（倉吉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 倉吉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年倉吉市条例第44号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号を除

く。）に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（住居手当） （住居手当） 

第５条の２ 住居手当は、次の各号のいずれかに該

当する職員に支給する。 

第５条の２ 住居手当は、自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、家賃（使用料を含

む。）を支払っている職員（市が設置する公舎を

貸与され、使用料を支払っている職員を除く。）

に支給する。 

(１) 自ら居住するための住宅（貸間を含む。次

号において同じ。）を借り受け、家賃（使用料

を含む。以下同号において同じ。）を支払って

いる職員（市が設置する公舎を貸与され、使用

料を支払っている職員その他管理者が定める職
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員を除く。） 

(２) 第６条の２の規定により単身赴任手当を支

給される職員で、配偶者が居住するための住宅

（市が設置する公舎その他管理者が定めるもの

を除く。）を借り受け、家賃を支払っているも

の又はこれらのものとの権衡上必要があると認

められるものとして管理者が定めるもの 

 

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第４１号 

 

倉吉市職員の旅費に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市職員の旅費に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市職員の旅費に関する条例（昭和28年倉吉市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第14条―第16条の３関係） 別表（第14条―第16条の３関係） 

(１) 日当、宿泊料及び食卓料 (１) 日当、宿泊料及び食卓料 

区分 

日当 宿泊料(１夜に

つき) 

食卓料   日当 宿泊料(１夜に

つき) 

食卓料  

 (１日

につ

き) 

県外 県内 (１夜

につ

き) 

  (１日

につ

き) 

県外 県内 (１夜

につ

き) 

 

 議会の議員、市

長、副市長、教

育長、教育委員

会の委員、選挙

管理委員会の委

員、監査委員、

公平委員会の委

員又は農業委員

会の委員 

2,600

円 

13,100

円 

11,800

円 

2,600

円

  

 その他の者 2,200

円 

10,900

円 

9,800

円 

2,200

円

2,200

円

10,900

円 

9,800

円 

2,200

円

(２) 移転料 (２) 移転料 
 

略 
 

略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の倉吉市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発す

る旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。 
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議案第４２号 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和31年倉吉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条又は号の表示に下線が引かれた条又は号（以下「移動条号」という。）に対応

する同表の改正後の欄中条又は号の表示に下線が引かれた条又は号（以下「移動後条号」という。）が存

在する場合には、当該移動条号を当該移動後条号とし、移動条号に対応する移動後条号が存在しない場合

には、当該移動条号（以下「削除条号」という。）を削る。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（（削除条号を除く。以下「改正部分」という。）を当該改

正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（特殊勤務手当の種類） （特殊勤務手当の種類） 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおり

とする。 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおり

とする。 

(１) 滞納処分業務手当 (１) 市税等訪問賦課徴収業務手当 

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略 

 (７) ボイラー運転手当 

(７) 略 (８) 略 

(８) 略 (９) 略 

(９) 略 (10) 略 

(10) 略 (11) 略 

  

（滞納処分業務手当） （市税等訪問賦課徴収業務手当） 

第３条 滞納処分業務手当は、職員が市税、保険料

その他の徴収金の滞納処分における捜索を伴う差

押え、差押物件の引揚げ又はこれらに準ずるもの

として市長が認める折衝業務に従事したときに支

給する。 

第３条 市税等訪問賦課徴収業務手当は、職員が市

税、国民健康保険料、介護保険料、保育料、住宅

家賃、下水道使用料その他市長がこれらに準ずる

ものとして認めたものの納税義務者等を訪問して

行う賦課徴収に関する事務に従事したときに支給

する。 

２ 略 ２ 略 

  

 （ボイラー運転手当） 

 第９条 ボイラー運転手当は、職員がボイラーの運

転に従事したときに支給する。 

 ２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき100

円とする。 

  

（選挙事務手当） （選挙事務手当） 

第９条 略 第10条 略 

２ 略 ２ 略 

  

（用地取得等折衝業務手当） （用地取得等折衝業務手当） 

第10条 略 第11条 略 

２ 略 ２ 略 

  

（除雪作業手当） （除雪作業手当） 

第11条 略 第12条 略 

２ 略 ２ 略 
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（特殊現場作業手当） （特殊現場作業手当） 

第12条 略 第13条 略 

２ 略 ２ 略 

  

（その他） （その他） 

第13条 略 第14条 略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により給

与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。 
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議案第４３号 

 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 

次のとおり議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

第１条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年倉吉市条例第39号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の

欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改

正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

  

（他の法令による給付との調整） （他の法令による給付との調整） 

第５条 年金たる補償の額は、当該補償の事由とな

った障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる

年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当

分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例

の規定（第13条の２を除く。）による年金たる補

償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律によ

る年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗

じて得た額（その額が当該年金たる補償の年額か

ら当該補償の事由となった障害又は死亡について

支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年

金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る

場合には、当該残額）とし、これらの額に50円未

満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以

上100円未満の端数があるときは、これを100円に

切り上げるものとする。 

第５条 年金たる補償の額は、当該補償の事由とな

った障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる

年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当

分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例

の規定（第13条の２を除く。）による年金たる補

償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律によ

る年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗

じて得た額（その額が当該年金たる補償の年額か

ら当該補償の事由となった障害又は死亡について

支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年

金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る

場合には、当該残額）とし、これらの額に50円未

満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以

上100円未満の端数があるときは、これを100円に

切り上げるものとする。 

 傷

病

補

償

年

金 

国民年金法等の一部を改正する法律

（昭和60年法律第34号。以下「国民年

金等改正法」という。）附則第87条第

１項に規定する年金たる保険給付の

うち障害年金（以下「旧船員保険法に

よる障害年金」という。） 

0.75   傷

病

補

償

年

金

国民年金法等の一部を改正する法律

（昭和60年法律第34号。以下「国民年

金等改正法」という。）附則第87条第

１項に規定する年金たる保険給付に

該当する障害年金（以下「旧船員保険

法の障害年金」という。） 

0.75  

 国民年金等改正法附則第78条第１項

に規定する年金たる保険給付のうち

障害年金（以下「旧厚生年金保険法に

よる障害年金」という。） 

0.75   国民年金等改正法附則第78条第１項

に規定する年金たる保険給付に該当

する障害年金（以下「旧厚生年金保険

法の障害年金」という。） 

0.75  

 国民年金等改正法附則第32条第１項

に規定する年金たる給付のうち障害

年金（以下「旧国民年金法による障害

年金」という。） 

0.89   国民年金等改正法附則第32条第１項

に規定する年金たる給付に該当する

障害年金（以下「旧国民年金法の障害

年金」という。） 

0.89  

 厚生年金保険法（昭和29年法律第115

号）による障害厚生年金又は被用者年

金制度の一元化等を図るための厚生

年金保険法等の一部を改正する法律

0.73   厚生年金保険法（昭和29年法律第115

号）の規定による障害厚生年金（以下

単に「障害厚生年金」という。）及び

国民年金法（昭和34年法律第141号）

0.73  
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（平成24年法律第63号。以下「平成24

年一元化法」という。）附則第41条第

１項の規定による障害共済年金若し

くは平成24年一元化法附則第65条第

１項の規定による障害共済年金（以下

単に「障害厚生年金等」という。）及

び国民年金法（昭和34年法律第141号）

による障害基礎年金（同法第30条の４

の規定による障害基礎年金を除く。以

下単に「障害基礎年金」という。） 

の規定による障害基礎年金（同法第30

条の４の規定による障害基礎年金を

除く。以下単に「障害基礎年金」とい

う。） 

 障害厚生年金等（当該補償の事由とな

った障害について障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.88   障害厚生年金（当該補償の事由となっ

た障害について障害基礎年金が支給

される場合を除く。） 

0.86  

 障害基礎年金（当該補償の事由となっ

た障害について障害厚生年金等又は

平成24年一元化法附則第37条第１項

に規定する給付のうち障害共済年金

（以下「平成24年一元化法改正前国共

済法による障害共済年金」という。）

若しくは平成24年一元化法附則第61

条第１項に規定する給付のうち障害

共済年金（以下「平成24年一元化法改

正前地共済法による障害共済年金」と

いう。）が支給される場合を除く。）

0.88   障害基礎年金（当該補償の事由となっ

た障害について障害厚生年金が支給

される場合を除く。） 

0.88  

 障

害

補

償

年

金 

旧船員保険法による障害年金 0.74   障

害

補

償

年

金

旧船員保険法の障害年金 0.74  

 旧厚生年金保険法による障害年金 0.74   旧厚生年金保険法の障害年金 0.74  

 旧国民年金法による障害年金 0.89   旧国民年金法の障害年金 0.89  

 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73   障害厚生年金及び障害基礎年金 0.73  

 障害厚生年金等（当該補償の事由とな

った障害について障害基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.83   障害厚生年金（当該補償の事由となっ

た障害について障害基礎年金が支給

される場合を除く。） 

0.83  

 障害基礎年金（当該補償の事由となっ

た障害について障害厚生年金等又は

平成24年一元化法改正前国共済法に

よる障害共済年金若しくは平成24年

一元化法改正前地共済法による障害

共済年金が支給される場合を除く。）

0.88   障害基礎年金（当該補償の事由となっ

た障害について障害厚生年金が支給

される場合を除く。） 

0.88  

 遺

族

補

償

年

金 

国民年金等改正法附則第87条第１項

に規定する年金たる保険給付のうち

遺族年金 

0.80   遺

族

補

償

年

金

国民年金等改正法附則第87条第１項

に規定する年金たる保険給付に該当

する遺族年金 

0.80  

 国民年金等改正法附則第78条第１項

に規定する年金たる保険給付のうち

遺族年金 

0.80   国民年金等改正法附則第78条第１項

に規定する年金たる保険給付に該当

する遺族年金 

0.80  

 国民年金等改正法附則第32条第１項

に規定する年金たる給付のうち母子

年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦

年金 

0.90   国民年金等改正法附則第32条第１項

に規定する年金たる給付に該当する

母子年金、準母子年金、遺児年金又は

寡婦年金 

0.90  

 厚生年金保険法による遺族厚生年金

又は平成24年一元化法附則第41条第

１項の規定による遺族共済年金若し

くは平成24年一元化法附則第65条第

0.80   厚生年金保険法の規定による遺族厚

生年金（以下単に「遺族厚生年金」と

いう。）及び国民年金法の規定による

遺族基礎年金（国民年金等改正法附則

0.80  
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１項の規定による遺族共済年金（以下

単に「遺族厚生年金等」という。）及

び国民年金法による遺族基礎年金（国

民年金等改正法附則第28条第１項の

規定による遺族基礎年金を除く。以下

単に「遺族基礎年金」という。） 

第28条第１項の規定により支給され

る遺族基礎年金を除く。以下単に「遺

族基礎年金」という。） 

 遺族厚生年金等（当該補償の事由とな

った死亡について遺族基礎年金が支

給される場合を除く。） 

0.84   遺族厚生年金（当該補償の事由となっ

た死亡について遺族基礎年金が支給

される場合を除く。） 

0.84  

 遺族基礎年金（当該補償の事由となっ

た死亡について遺族厚生年金等又は

平成24年一元化法附則第37条第１項

に規定する給付のうち遺族共済年金

若しくは平成24年一元化法附則第61

条第１項に規定する給付のうち遺族

共済年金が支給される場合を除く。）

又は国民年金法の規定による寡婦年

金 

0.88   遺族基礎年金（当該補償の事由となっ

た死亡について遺族厚生年金が支給

される場合を除く。）又は国民年金法

の規定による寡婦年金 

0.88  

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の

左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給され

る場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定による休業補償の額に、同

表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類

に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（そ

の額がこの条例の規定による休業補償の額から同

一の事由について支給される当該年金たる給付の

額の合計額を365で除して得た額を控除した残額

を下回る場合には、当該残額）とする。 

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の

左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給され

る場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定による休業補償の額に、同

表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類

に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（そ

の額がこの条例の規定による休業補償の額から同

一の事由について支給される当該年金たる給付の

額の合計額を365で除して得た額を控除した残額

を下回る場合には、当該残額）とする。 

 旧船員保険法による障害年金 0.75   旧船員保険法の障害年金 0.75  

 旧厚生年金保険法による障害年金 0.75   旧厚生年金保険法の障害年金 0.75  

 旧国民年金法による障害年金 0.89   旧国民年金法の障害年金 0.89  

 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73   障害厚生年金及び障害基礎年金 0.73  

 障害厚生年金等（当該補償の事由となっ

た障害について障害基礎年金が支給され

る場合を除く。） 

0.88   障害厚生年金（当該補償の事由となった

障害について障害基礎年金が支給される

場合を除く。） 

0.86  

 障害基礎年金（当該補償の事由となった

障害について障害厚生年金等又は平成24

年一元化法改正前国共済法による障害共

済年金若しくは平成24年一元化法改正前

地共済法による障害共済年金が支給され

る場合を除く。） 

0.88   障害基礎年金（当該補償の事由となった

障害について障害厚生年金が支給される

場合を除く。） 

0.88  

  

 

（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例（平成27年

倉吉市条例第31号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

を加える。 

 

改正後 改正前 
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附 則 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成27年10月１日から施行する。

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の議会の議員その他非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第５

条の規定の適用については、当分の間、同条第１

項の表傷病補償年金の項中「障害について障害厚

生年金」とあるのは「障害について被用者年金制

度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一

部を改正する法律（平成24年法律第63号）附則第

４条第３号に規定する改正前国共済法若しくは同

条第６号に規定する改正前地共済法の規定による

障害共済年金（以下単に「障害共済年金」という。）

又は障害厚生年金」と、同表障害補償年金の項中

「障害について障害厚生年金」とあるのは「障害

について障害共済年金又は障害厚生年金」と、同

表遺族補償年金の項中「死亡について遺族厚生年

金」とあるのは「死亡について被用者年金制度の

一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律附則第４条第３号に規定する改正前

国共済法若しくは同条第６号に規定する改正前地

共済法の規定による遺族共済年金又は遺族厚生年

金」と、同条第２項の表中「障害について障害厚

生年金」とあるのは「障害について障害共済年金

又は障害厚生年金」とする。 

 ３ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年

金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律

第63号）附則第41条第１項の規定により障害共済

年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は同

法附則第65条第１項の規定により障害共済年金若

しくは遺族共済年金が支給される者に係るこの条

例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例附則第５条の規定

の適用については、同条第１項の表傷病補償年金

の項及び障害補償年金の項中「障害について障害

厚生年金」とあるのは「障害について障害厚生年

金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚

生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年

法律第63号）附則第41条第１項の規定による障害

共済年金若しくは同法附則第65条第１項の規定に

よる障害共済年金」と、同表遺族補償年金の項中

「死亡について遺族厚生年金」とあるのは「死亡

について遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律附則第41条第１項の規定による遺族共済

年金若しくは同法附則第65条第１項の規定による

遺族共済年金」とする。 

  

この条例は、平成27年10月１日から施行する。  
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第５

条第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休

業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同

日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた

休業補償については、なお従前の例による。 
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議案第４４号 

 

倉吉市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 

次のとおり倉吉市職員の退職管理に関する条例を制定することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市職員の退職管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第38条の２第８項

及び第38条の６第２項の規定に基づき、職員（臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員

及び非常勤職員（法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。）

の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（再就職者による依頼等の規制） 

第２条 法第38条の２第１項、第４項及び第５項の規定によるもののほか、再就職者（同条第１項に

規定する再就職者をいう。）のうち、同条第８項の国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第21条

第１項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の５年前

の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等（法第38条

の２第１項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。）の役職員（同項に規定する役職

員をいう。）又は同条第８項の役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務（同

条第１項に規定する契約等事務をいう。）であって離職した日の５年前の日より前の職務（当該職

に就いていたときの職務に限る。）に属するものに関し、離職後２年間、職務上の行為をするよう

に、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 

（任命権者への届出） 

第３条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者

（退職手当通算予定職員（法第38条の２第３項に規定する退職手当通算予定職員をいう。）であっ

た者であって引き続いて退職手当通算法人（同条第２項に規定する退職手当通算法人をいう。）の

地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法

律第50号）第10条第２項に規定する退職派遣者を除く。）は、離職後２年間、営利企業以外の法人

その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限る。）又は営利企業の地位に就いた場合は、

日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、

速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に規則で定める事項を届け出なければなら

ない。 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

40



議案第４５号 

 

倉吉市税条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市税条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市税条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市税条例（昭和29年倉吉市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正

後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を

当該移動後条とし、移動後条に対応する移動条が存在しない場合には、当該移動後条（以下「追加条」と

いう。）を加える 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。）に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（課税洩等に係る市税の取扱） （課税洩等に係る市税の取扱） 

第７条 略 第７条 略 

  

（徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割

納入の方法） 

 

第８条 法第15条第３項及び第５項に規定する条例

で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予

をする期間内の各月（市長がやむを得ない事情が

あると認めるときは、その期間内の市長が指定す

る月）に分割して納付し、又は納入させるものと

する。 

 

２ 市長は、法第15条第３項又は第５項の規定によ

り、同条第１項若しくは第２項の規定による徴収

の猶予（以下この節において「徴収の猶予」とい

う。）又は同条第４項の規定による徴収の猶予をし

た期間の延長（次項及び第４項において「徴収の

猶予期間の延長」という。）に係る市の徴収金を分

割して納付し、又は納入させる場合においては、

当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は

各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額を定めるものとする。 

 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長

を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納

付し、又は納入することができないことにつきや

むを得ない理由があると認めるときは、前項の規

定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期

限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を

変更することができる。 

 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割

納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定

めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必

要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期

間の延長を受けた者に通知しなければならない。

 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割

納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額

又は納入金額を変更したときは、その旨、その変
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更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その

他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなけ

ればならない。 

  

（徴収猶予の申請手続等）  

第９条 法第15条の２第１項に規定する条例で定め

る事項は、次に掲げる事項とする。 

 

(１) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する

事実があること及びその該当する事実に基づき

市の徴収金を一時に納付し、又は納入すること

ができない事情の詳細 

 

(２) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、

種類、納期限及び金額 

 

(３) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとす

る金額 

 

(４) 当該猶予を受けようとする期間  

(５) 分割納付又は分割納入の方法により納付又

は納入を行うかどうか（分割納付又は分割納入

の方法により納付又は納入を行う場合にあって

は、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各

納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額を含む。） 

 

(６ )  猶予を受けようとする金額が100万

円を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場合

には、提供しようとする法第16条第１項各号に

掲げる担保の種類、数量、価額及び所在（その

担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏

名及び住所又は居所）その他担保に関し参考と

なるべき事項（担保を提供することができない

特別の事情があるときは、その事情） 

 

２ 法第15条の２第１項に規定する条例で定める書

類は、次に掲げる書類とする。 

 

(１) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する

事実を証するに足りる書類 

 

(２) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明

らかにする書類 

 

(３) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及

び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の

見込みを明らかにする書類 

 

(４) 猶予を受けようとする金額が100万円を超

え、かつ、猶予期間が３月を超える場合には、

地方税法施行令（昭和25年政令第245号。以下

「令」という。）第６条の10の規定により提出す

べき書類その他担保の提供に関し必要となる書

類 

 

３ 法第15条の２第２項に規定する条例で定める事

項は、次に掲げる事項とする。 

 

(１) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入する

ことができない事情の詳細 

 

(２) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項  
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４ 法第15条の２第２項及び第３項に規定する条例

で定める書類は、第２項第２号から第４号までに

掲げる書類とする。 

 

５ 法第15条の２第３項に規定する条例で定める事

項は、次に掲げる事項とする。 

 

(１) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収

金の年度、種類、納期限及び金額 

 

(２) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付

し、又は納入することができないやむを得ない

理由 

 

(３) 猶予期間の延長を受けようとする期間  

(４) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項  

６ 法第15条の２第８項に規定する条例で定める期

間は、20日とする。 

 

  

（職権による換価の猶予の手続等）  

第10条 法第15条の５第２項において読み替えて準

用する法第15条第３項及び第５項に規定する条例

で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予

をする期間内の各月（市長がやむを得ない事情が

あると認めるときは、その期間内の市長が指定す

る月）に分割して納付し、又は納入させるものと

する。 

 

２ 第８条第２項から第４項までの規定は、法第15

条の５第２項において読み替えて準用する法第15

条第３項又は第５項の規定により、分割して納付

し、又は納入させる場合について準用する。 

 

３ 法第15条の５の２第１項及び第２項に規定する

条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

 

(１) 第９条第２項第２号から第４号までに掲げ

る書類 

 

(２) 分割納付又は分割納入させるために必要と

なる書類 

 

  

（申請による換価の猶予の申請手続等）  

第11条 法第15条の６第１項に規定する条例で定め

る期間は、６月とする。 

 

２ 法第15条の６第３項において準用する法第15条

第３項及び第５項に規定する条例で定める方法

は、その猶予に係る金額をその猶予をする期間内

の各月（市長がやむを得ない事情があると認める

ときは、その期間内の市長が指定する月）に分割

して納付し、又は納入させるものとする。 

 

３ 第８条第２項から第４項までの規定は、法第15

条の６第３項において準用する法第15条第３項又

は第５項の規定により、分割して納付し、又は納

入させる場合について準用する。 

 

４ 法第15条の６の２第１項に規定する条例で定め

る事項は、次に掲げる事項とする。 

 

(１) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入する

ことにより事業の継続又は生活の維持が困難と
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なる事情の詳細 

(２) 第９条第１項第２号から第４号まで及び第

６号に掲げる事項 

 

(３) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各

納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額 

 

５ 法第15条の６の２第１項及び第２項に規定する

条例で定める書類は、第９条第２項第２号から第

４号までに掲げる書類とする。 

 

６ 法第15条の６の２第２項に規定する条例で定め

る事項は、次に掲げる事項とする。 

 

(１) 第９条第１項第６号に掲げる事項  

(２) 第９条第５項第１号から第３号までに掲げ

る事項 

 

(３) 第４項第３号に掲げる事項  

７ 法第15条の６の２第３項において準用する法第

15条の２第８項に規定する期間は、20日とする。

 

  

（担保を徴する必要がない場合）  

第12条 法第16条に規定する条例で定める場合は、

猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期

間が３月以内である場合又は担保を徴することが

できない特別の事情がある場合とする。 

 

  

第13条から第17条まで 削除 第８条から第17条まで 削除 

  

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等） 

第24条 略 第24条 略 

２ 外国法人に対するこの節の規定の適用について

は、その事業が行われる場所で令第46条の４に規

定する場所をもってその事務所又は事業所とす

る。 

２ 外国法人に対するこの節の規定の適用について

は、その事業が行われる場所で地方税法施行令（昭

和25年政令第245号。以下「令」という。）第46条

の４に規定する場所をもってその事務所又は事業

所とする。 

  

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 この条例の規定による改正後の倉吉市税条例（以下「新条例」という。）第８条、第９条及び第

12条（地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号。以下「平成27年改正法」という。）附

則第１条第６号に掲げる規定による改正後の地方税法（昭和25年法律第226号。以下「平成28年新法」と

いう。）第15条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。）の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後に申請された平成28年新法第15条第１項又は第２項の規定に

よる徴収の猶予について適用し、施行日前に申請された平成27年改正法附則第１条第６号に掲げる規定

による改正前の地方税法（以下「平成28年旧法」という。）第15条第１項又は第２項の規定による徴収

の猶予については、なお従前の例による。 

２ 新条例第10条及び第12条（平成28年新法第15条の５第１項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。）

の規定は、施行日以後にされた同項の規定による換価の猶予について適用し、施行日前にされた平成28

年旧法第15条の５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。 

３ 新条例第11条及び第12条（平成28年新法第15条の６第１項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。）

の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。 
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議案第４６号 

 

倉吉市地方活力向上のための固定資産税の不均一課税に関する条例の制定について 

 

 次のとおり倉吉市地方活力向上のための固定資産税の不均一課税に関する条例を制定することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求め

る。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市地方活力向上のための固定資産税の不均一課税に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和25年法律第226号）第６条第２項の規定に基づき、市内の区域内

に存する地方活力向上地域内において特定業務施設を整備した場合における当該特定業務施設の

用に供する固定資産に対する固定資産税に係る不均一の課税に関し必要な事項を定めることによ

り、本市の活力の再生に資する事業活動の向上を図り、もって本市の経済の活性化に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 地方活力向上地域 本市の区域内に存する地域再生法（平成17年法律第24号。以下「法」と

いう。）第５条第４項第４号に規定する地方活力向上地域をいう。 

(２) 特定業務施設 法第５条第４項第４号に規定する特定業務施設をいう。 

(３) 認定事業者 法第17条の２第４項に規定する認定事業者であって、平成30年３月31日までに、

同条第１項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について同条第３項の規定に基

づく認定（次条において「計画認定」という。）を受けたものをいう。 

（地方活力向上地域内における特定業務施設の整備に係る固定資産税の不均一課税） 

第３条 認定事業者が、計画認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過する日まで（同日までに

法第17条の２第６項の規定により計画認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで）

の間に、地方活力向上地域内において特定業務施設を新設し、又は増設した場合において、当該特

定業務施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土

地（法第17条の６の地方公共団体等を定める省令（平成27年総務省令第73号）第２条第３号に規定

する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土

地に該当するものに限る。以下「特定業務施設供用資産」という。）に対して課する固定資産税の

税率は、当該特定業務施設供用資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から起算

して３年度分の固定資産税に限り、倉吉市税条例（昭和29年倉吉市条例第32号）第64条の規定にか

かわらず、100分の0.15とする。 

（不均一課税の適用の届出等） 

第４条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該特定業務施設供用資産に係る固定資産税の不

均一の課税を受けようとする年度の初日の属する年の１月１日現在における当該特定業務施設供

用資産に係る次に掲げる事項を記載した届出書を、同月31日までに、市長に提出しなければならな

い。 

(１) 所有者の住所、氏名及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。）（法人にあ

っては、所在地、名称、代表者の氏名及び法人番号（同法第２条第15項に規定する法人番号をい

う。）） 

(２) 当該特定業務施設供用資産の所在地、取得価額及び取得年月日 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が当該特定業務施設供用資産に関し必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係

る事項について調査をすることができる。 
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３ 市長は、第１項の規定による届出に係る特定業務施設供用資産について前条に規定する固定資産

税の不均一の課税をすることとした場合は、当該特定業務施設供用資産の所有者に対し、書面をも

ってその旨を通知しなければならない。 

（虚偽の届出等に対する措置） 

第５条 市長は、前条第１項に規定する期限までに正当な理由がなく届出をしなかった場合若しくは

偽りその他の不正を記載した届出をした場合又は正当な理由がなく同条第２項の規定による調査

を拒み、若しくは妨げた場合には、第３条に規定する不均一課税を行わない。 

（その他） 

第６条 この条例に定めるもののほか、特定業務施設供用資産に係る固定資産税については、倉吉市

税条例の定めるところによる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４７号 

 

倉吉市手数料条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市手数料条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市手数料条例（平成12年倉吉市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

  事務 名称 手数料の額  事務 名称 手数料の額 

 １～11の２ 略 １～11の２ 略 

 11

の

３ 

行 政 手

続 に お

け る 特

定 の 個

人 を 識

別 す る

た め の

番 号 の

利 用 等

に 関 す

る 法 律

（ 平 成

25 年 法

律 第 27

号） 第

17 条 第

７ 項 の

規 定 に

よ る 返

納 の 場

合 又 は

同 条 第

８ 項 に

規 定 す

る 場 合

に お け

る 個 人

番 号 カ

ー ド の

再 交 付

（ 個 人

番 号 カ

ー ド の

追 記 欄

の 余 白

が な く

な っ た

と き そ

の 他 再

交 付 が

個人

番号

カー

ドの

再交

付手

数料 

略 11

の

３

行政手

続にお

ける特

定の個

人を識

別する

ための

番号の

利用等

に関す

る法律

（平成

25年法

律第27

号）第

17条第

７項の

規定に

よる返

納の場

合又は

同条第

８項に

規定す

る場合

におけ

る個人

番号カ

ードの

再交付

（個人

番号カ

ードの

追記欄

の余白

がなく

なった

ときそ

の他再

交付が

個人

番号

カー

ドの

再交

付手

数料

略 
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nakamotom
テキストボックス



や む を

得 な い

も の と

し て 市

長 が 認

め る 場

合 を 除

く。） 

やむを

得ない

ものと

して市

長が認

める場

合を除

く。）

 11

の

４ 

行 政 不

服 審 査

法（平成

26 年 法

律 第 68

号）第38

条 第 １

項（他の

法 令 に

お い て

準 用 す

る 場 合

を 含

む。）の

規 定 に

基 づ く

写 し 若

し く は

書 面 の

交 付 又

は 倉 吉

市 情 報

公開・個

人 情 報

保 護 審

査 会 条

例（平成

17 年 倉

吉 市 条

例 第 ９

号）第８

条 第 １

項 の 規

定 に よ

る 意 見

書 等 若

し く は

資 料 の

写 し の

交付 

審査

請求

に係

る提

出書

類の

写し

等の

交付

手数

料 

用紙１枚（用紙の両面を使用するとき

は、その片面を１枚とし、用紙の規格

が日本工業規格Ａ列３番を超えると

きは、当該用紙を日本工業規格Ａ列３

番以下の大きさに分割した場合の当

該大きさの片面を１枚とする。）につ

き次に掲げる場合に応じて、それぞれ

定める額 

単色刷りの場合 10円 

複色刷りの場合 20円 

    

 12～37 略 12～37 略 

  

51



別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

  手数料

を徴収

する事

務 

手数

料の

名称 

手数料の額  手数料

を徴収

する事

務 

手数

料の

名称

手数料の額 

 １～49 略 １～49 略 

 50 長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

（平成

20年法

律第87

号。以

下「長

期優良

住 宅

法」と

いう。）

第５条

第１項

から第

３項ま

での規

定に基

づく長

期優良

住宅建

築等計

画の認

定の申

請に対

する審

査又は

長期優

良住宅

法第８

条第１

項の規

定に基

づく長

期優良

住宅建

築等計

画の変

更の認

定の申

請に対

長 期

優 良

住 宅

建 築

等 計

画 認

定 申

請 手

数料 

(１) 住宅の品質確保の促進等に関

する法律（平成11年法律第81号）第

５条第１項に規定する住宅性能評

価書（以下「住宅性能評価書」とい

う。）及び同項に規定する登録住宅

性能評価機関（以下「登録住宅性能

評価機関」という。）が交付する長

期優良住宅法第６条第１項各号に

掲げる基準に適合することを証す

る書類（以下「長期優良基準適合証」

という。）の添付がない長期優良住

宅建築等計画 

50長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

（平成

20年法

律第87

号。以

下「長

期優良

住 宅

法」と

いう。）

第５条

第１項

から第

３項ま

での規

定に基

づく長

期優良

住宅建

築等計

画の認

定の申

請に対

する審

査又は

長期優

良住宅

法第８

条第１

項の規

定に基

づく長

期優良

住宅建

築等計

画の変

更の認

定の申

請に対

長期

優良

住宅

建築

等計

画認

定申

請手

数料

住宅の品質確保の促進等に関する

法律（平成11年法律第81号）第５

条第１項に規定する住宅性能評価

書（以下「住宅性能評価書」とい

う。）及び同項に規定する登録住

宅性能評価機関（以下「登録住宅

性能評価機関」という。）が交付

する長期優良住宅法第６条第１項

各号に掲げる基準に適合すること

を証する書類（以下「長期優良基

準適合証」という。）の添付がな

い長期優良住宅建築等計画 

 一戸建ての住宅に係る

長期優良住宅建築等計

画 

略 一戸建ての住宅に係る

長期優良住宅建築等計

画 

略 

 

 既存の一戸建ての住宅

に係る長期優良住宅建

築等計画 

１件につき

 72,000円

一 戸 建

て を 除

く 住 宅

に 係 る

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計画 

略  一 戸 建

て を 除

く 住 宅

に 係 る

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計画 

略  

 

 床面積の合計が

30,000㎡を超え

るのもの 

略 床面積の合計が

30,000㎡を超え

るのもの 

略 

 一 戸 建

て を 除

く 既 存

の 住 宅

に 係 る

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計画 

床面積の合計が

500㎡以内のも

の 

１件につき

 147,000円

 床面積の合計が

500 ㎡ を 超 え

1,000㎡以内の

もの 

１件につき

 235,000円

 床面積の合計が

1,000㎡を超え

3,000㎡以内の

もの 

１件につき

 464,000円

 床面積の合計が

3,000㎡を超え

5,000㎡以内の

もの 

１件につき

 832,000円

 床面積の合計が

5,000㎡を超え

10,000㎡以内の

１件につき

 1,430,000円
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する審

査（長

期優良

住宅法

第９条

第１項

による

ものを

除く。）

もの する審

査（長

期優良

住宅法

第９条

第１項

による

ものを

除く。）

 床面積の合計が

10,000㎡を超え

20,000㎡以内の

もの 

１件につき

 2,646,000円

 床面積の合計が

20,000㎡を超え

30,000㎡以内の

もの 

１件につき

 3,781,000円

 床面積の合計が

30,000㎡を超え

るのもの 

１件につき

 4,631,000円

    (２) 住宅性能評価書の添付がある

長期優良住宅建築等計画 

   住宅性能評価書の添付がある長期

優良住宅建築等計画 

    略    略 

    (３) 長期優良基準適合証の添付が

ある長期優良住宅建築等計画 

   長期優良基準適合証の添付がある

長期優良住宅建築等計画 

    一戸建ての住宅に係る

長期優良住宅建築等計

画 

略    一戸建ての住宅に係る

長期優良住宅建築等計

画 

略 

 

 既存の一戸建ての住宅

に係る長期優良住宅建

築等計画 

１件につき

 17,000円

一 戸 建

て を 除

く 住 宅

に 係 る

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計画 

略  一 戸 建

て を 除

く 住 宅

に 係 る

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計画 

略  

 

床面積の合計が

30,000㎡を超え

るのもの 

略 床面積の合計が

30,000㎡を超え

るのもの 

略 

 

一 戸 建

て を 除

く 既 存

の 住 宅

に 係 る

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計画 

床面積の合計が

500㎡以内のも

の 

１件につき       

 34,000円

床面積の合計が

500 ㎡ を 超 え

1,000㎡以内の

もの 

１件につき   

 55,000円

床面積の合計が

1,000㎡を超え

3,000㎡以内の

もの 

１件につき   

 94,000円

床面積の合計が

3,000㎡を超え

5,000㎡以内の

もの 

１件につき   

 182,000円

床面積の合計が

5,000㎡を超え

10,000㎡以内の

もの 

１件につき   

 341,000円
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床面積の合計が

10,000㎡を超え

20,000㎡以内の

もの 

１件につき   

 634,000円

床面積の合計が

20,000㎡を超え

30,000㎡以内の

もの 

１件につき   

 904,000円

床面積の合計が

30,000㎡を超え

るのもの 

１件につき   

 1,078,000円

51～53 略 51～53 略 

 54 都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律（平

成24年

法律第

84号。

以 下

「低炭

素化促

進法」

と い

う。）

第54条

第１項

の規定

に基づ

く低炭

素建築

物新築

等計画

の認定

の申請

に対す

る審査 

低 炭

素 建

築 物

新 築

等 計

画 認

定 申

請 手

数料 

(１) エネルギーの使用の合理化等

に関する法律（昭和54年法律第49

号）第76条第１項に規定する登録建

築物調査機関（以下「登録建築物調

査機関」という。）又は登録住宅性

能評価機関のうち市長が認めたも

のが作成した低炭素化促進法第54

条第１項第１号の基準に適合する

ことを証する書類（以下「低炭素基

準適合証」という。）の添付がない

低炭素建築物新築等計画 

54都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律（平

成24年

法律第

84号。

以 下

「低炭

素化促

進法」

と い

う。）

第54条

第１項

の規定

に基づ

く低炭

素建築

物新築

等計画

の認定

の申請

に対す

る審査

低 炭

素 建

築 物

新 築

等 計

画 認

定 申

請 手

数料

(１) エネルギーの使用の合理化

等に関する法律（昭和54年法律

第49号）第76条第１項に規定す

る登録建築物調査機関又は登録

住宅性能評価機関のうち市長が

認めたものが作成した低炭素化

促進法第54条第１項第１号の基

準に適合することを証する書類

（以下「低炭素基準適合証」と

いう。）の添付がない低炭素建

築物新築等計画 

 略 略 

  (２) 低炭素基準適合証の添付があ

る低炭素建築物新築等計画 

 (２) 低炭素基準適合証の添付が

ある低炭素建築物新築等計画 

 認

定

に

係

る

ア

か

ら

ウ

ま

で

の

部

分

ご

と

に

規

定

す

る

手

数

料

ア及びイ 略 認

定

に

係

る

ア

か

ら

ウ

ま

で

の

部

分

ご

と

に

規

定

す

る

手

数

料

ア及びイ 略 

 ウ  非

住 宅

部分 

略  ウ 住

宅 の

用 に

供 す

る 部

分 以

外 の

部 分

（ 以

下 こ

の 表

に お

い て

「 非

住 宅

部

分 」

と い

う。）

略 
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の

額

を

合

算

し

た

額 

の

額

を

合

算

し

た

額

55 略 55 略 

 56 低炭素

化促進

法第54

条第２

項（低

炭素化

促進法

第55条

第２項

におい

て準用

する場

合を含

む。）

の規定

による

申出に

基づく

低炭素

建築物

の新築

等計画

の認定

の申請

に対す

る審査 

低 炭

素 建

築 物

新 築

等 計

画

（ 変

更 ）

認 定

及 び

建 築

確 認

申 請

手 数

料 

略 56低炭素

化促進

法第54

条第２

項（低

炭素化

促進法

第55条

第２項

におい

て準用

する場

合を含

む。）

の規定

による

申出に

基づく

低炭素

建築物

の新築

等計画

の認定

の申請

に対す

る審査

低炭

素建

築物

新築

等計

画

（変

更）

認定

及び

建築

確認

申請

手数

料 

略 

 57 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律（平

成27年

法律第

53号。

以 下

「建築

物省エ

ネ法」

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

向 上

計 画

認 定

及 び

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

(１) 登録建築物調査機関又は登録

住宅性能評価機関のうち市長が認

めたものが作成した書類であって

建築物エネルギー消費性能向上計

画に係る認定を申請する場合にあ

っては、建築物省エネ法第30条第１

項各号、建築物エネルギー消費性能

に係る認定を申請する場合にあっ

ては、建築物省エネ法第２条第３号

に掲げる基準に適合することを証

するもの（以下「省エネ基準適合証」

という。）の添付がないもの 

    

 認

定

に

ア 

住

宅

ａ 建築物エネルギー消費

性能向上計画に係る認定

にあっては、建築物エネ
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と い

う。）

第29条

第１項

の規定

に基づ

く建築

物エネ

ルギー

消費性

能向上

計 画

（以下

「建築

物エネ

ルギー

消費性

能向上

計画」

と い

う。）

に係る

認定及

び第36

条第１

項の規

定に基

づく建

築物エ

ネルギ

ー消費

性 能

（以下

「建築

物エネ

ルギー

消費性

能」と

いう。）

に係る

認定の

申請に

対する

審査 

性 能

認 定

申 請

手 数

料 

係

る

ア

及

び

イ

の

部

分

ご

と

に

規

定

す

る

手

数

料

の

額

を

合

算

し

た

額 

の

住

戸

部

分 

ルギー消費性能基準等を

定める省令（平成28年経

済産業省・国土交通省令

第１号。以下「消費性能

等基準」という。）第８

条第２号イ及びロに基づ

き、建築物エネルギー消

費性能に係る認定にあっ

ては、消費性能等基準第

１条第１項第２号イ(１)

及びロ(１)に基づき、エ

ネルギー消費性能の評価

を行った場合 

 １戸建

ての住

宅 

床面積

の合計

が 200

㎡未満

のもの 

１件につき     

 31,000円

床面積

の合計

が 200

㎡以上

のもの 

１件につき   

 35,000円

共同住

宅 

床面積

の合計

が 300

㎡未満

のもの 

１件につき   

 63,000円

床面積

の合計

が 300

㎡以上

2,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 105,000円

床面積

の合計

が

2,000

㎡以上

5,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 180,000円

床面積

の合計

が

5,000

㎡以上

のもの 

１件につき   

 257,000円

     ｂ 消費性能等基準第１条        
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第１項第２号イ(２)及び

ロ(２)に基づき建築物エ

ネルギー消費性能に係る

認定に係る部分のエネル

ギー消費性能の評価を行

った場合 

 １戸建

ての住

宅 

床面積

の合計

が 200

㎡未満

のもの 

１件につき     

 16,000円

床面積

の合計

が 200

㎡以上

のもの 

１件につき   

 17,000円

共同住

宅（共

用部分

を含

む。） 

床面積

の合計

が 300

㎡未満

のもの 

１件につき   

 30,000円

床面積

の合計

が 300

㎡以上

2,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 52,000円

床面積

の合計

が

2,000

㎡以上

5,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 94,000円

床面積

の合計

が

5,000

㎡以上

のもの 

１件につき   

 143,000円

    イ 非住宅部

分 

ａ 建築物エネル

ギー消費性能向

上計画に係る認

定にあっては、消

費性能等基準第

８ 条 第 １ 号 イ

(１)及びロ(１)

に基づき、建築物
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エネルギー消費

性能に係る認定

においては、消費

性能等基準第１

条第１項第１号

イに基づき、エネ

ルギー消費性能

の評価を行った

場合 

 非住宅

部分の

床面積

の合計

が 300

㎡未満

のもの 

１件につき        

 208,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が 300

㎡以上

2,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 337,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

2,000

㎡以上

5,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 481,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

5,000

㎡以上

10,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 592,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

１件につき   

 700,000円
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10,000

㎡以上

25,000

㎡未満

のもの 

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

25,000

㎡以上

のもの 

１件につき   

 799,000円

     ｂ 建築物エネル

ギー消費性能向

上計画に係る認

定にあっては、消

費性能等基準第

８ 条 第 １ 号 イ

(２)及びロ(２)

に基づき、建築物

エネルギー消費

性能に係る認定

にあっては、消費

性能等基準第１

条第１項第１号

イに基づき、エネ

ルギー消費性能

の評価を行った

場合 

       

 非住宅

部分の

床面積

の合計

が 300

㎡未満

のもの 

１件につき        

 80,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が 300

㎡以上

2,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 134,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

１件につき   

 216,000円
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が

2,000

㎡以上

5,000

㎡未満

のもの 

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

5,000

㎡以上

10,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 282,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

10,000

㎡以上

25,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 339,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

25,000

㎡以上

のもの 

１件につき   

 398,000円

   (２) 省エネ基準適合証の添付があ

るもの 

    

 認

定

に

係

る

ア

及

び

イ

の

部

分

ご

と

ア 

住

宅

の

住

戸

部

分 

ａ 建築物エネルギー消費

性能向上計画に係る認定

にあっては、消費性能等

基準第８条第２号イ及び

ロに基づき、建築物エネ

ルギー消費性能に係る認

定にあっては、消費性能

等基準基準第１条第１項

第２号イ(１)及びロ(１)

に基づき、エネルギー消

費性能の評価を行った場

合 

    

 １戸建

ての住

１件につき     

 4,000円
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に

規

定

す

る

手

数

料

の

額

を

合

算

し

た

額 

宅 

共同住

宅 

床面積

の合計

が 300

㎡未満

のもの 

１件につき   

 9,000円

床面積

の合計

が 300

㎡以上

2,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 18,000円

床面積

の合計

が

2,000

㎡以上

5,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 41,000円

床面積

の合計

が

5,000

㎡以上

のもの 

１件につき   

 74,000円

     ｂ 消費性能等基準第１条

第１項第２号イ(２)及び

ロ(２)に基づき建築物エ

ネルギー消費性能に係る

認定に係る部分のエネル

ギー消費性能の評価を行

った場合 

       

 １戸建

ての住

宅 

１件につき     

 4,000円

共同住

宅（共

用部分

を含

む。） 

床面積

の合計

が 300

㎡未満

のもの 

１件につき   

 9,000円

床面積

の合計

が 300

㎡以上

2,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 18,000円

床面積１件につき   
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 の合計

が

2,000

㎡以上

5,000

㎡未満

のもの 

41,000円

床面積

の合計

が

5,000

㎡以上

のもの 

１件につき   

 74,000円

    イ 非住宅部

分 

ａ 建築物エネル

ギー消費性能向

上計画に係る認

定にあっては、消

費性能等基準第

８ 条 第 １ 号 イ

(１)及びロ(１)

に基づき、建築物

エネルギー消費

性能に係る認定

にあっては、消費

性能等基準第１

条第１項第１号

イに基づき、エネ

ルギー消費性能

の評価を行った

場合 

       

 非住宅

部分の

床面積

の合計

が 300

㎡未満

のもの 

１件につき        

 9,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が 300

㎡以上

2,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 25,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

１件につき   

 74,000円
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が

2,000

㎡以上

5,000

㎡未満

のもの 

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

5,000

㎡以上

10,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 116,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

10,000

㎡以上

25,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 147,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

25,000

㎡以上

のもの 

１件につき   

 184,000円

     ｂ 建築物エネル

ギー消費性能向

上計画に係る認

定にあっては、消

費性能等基準第

８ 条 第 １ 号 イ

(２)及びロ(２)

に、建築物エネル

ギー消費性能に

係る認定にあっ

ては、消費性能等

基準第１条第１

項第１号イに基

づきエネルギー

消費性能の評価

を行った場合 
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 非住宅

部分の

床面積

の合計

が 300

㎡未満

のもの 

１件につき        

 9,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が 300

㎡以上

2,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 25,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

2,000

㎡以上

5,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 74,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

5,000

㎡以上

10,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 116,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

が

10,000

㎡以上

25,000

㎡未満

のもの 

１件につき   

 147,000円

非住宅

部分の

床面積

の合計

１件につき   

 184,000円
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が

25,000

㎡以上

のもの 

58 建築物

省エネ

法第31

条第１

項の規

定によ

る建築

物エネ

ルギー

消費性

能向上

計画の

変更の

認定の

申請に

対する

審査 

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

向 上

計 画

及 び

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

に 係

る 変

更 認

定 申

請 手

数料 

57の項中「床面積」とあるのを「増加

し、又は減少する床面積（ただし、住

宅の部分については、増加する床面積

に限る。）」と読み替えて適用する同

項に規定する手数料の額に、同項中

「床面積」とあるのを「変更する部分

の床面積（増加し、又は減少する部分

を除く。）」と読み替えて適用する同

項に規定する手数料の額に２分の１

を乗じて得た額に相当する額を加算

した額 

    

 59 建築物

省エネ

法第30

条第２

項（建

築物省

エネ法

第31条

第２項

におい

て準用

する場

合を含

む。）

の規定

による

申出に

基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画の認

定の申

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

向 上

計 画

及 び

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

に 係

る

（ 変

更 ）

認 定

及 び

建 築

確 認

申 請

手 数

57の項又は58の項に規定する手数料

の額に１の項に規定する手数料の額

を加算した額 
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請に対

する審

査 

料 

 備考 備考 

 １及び２ 略 １及び２ 略 

  

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第４８号 

 

倉吉市生活安全条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市生活安全条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市生活安全条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市生活安全条例（平成10年倉吉市条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正

後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を

当該移動後条とし、移動条に対応する移動後条が存在しない場合には、当該移動条（以下「削除条」とい

う。）を削る。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除条を除く。以下「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改正後部分」という。）が

存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分

を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、市民とは、市に住所を有

する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在す

る土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

第２条 この条例において、市民とは、市に住所を有

する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在す

る土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者

をいう。 

  

（市民の責務） （市民の責務） 

第４条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の

安全活動の推進並びに市内に所在する土地、建物、

事業所等の適切な維持管理に努めるとともに、市

が実施する生活安全対策に協力するものとする。

第４条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の

安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する

生活安全対策に協力するものとする。 

  

 （生活安全モデル地域の指定） 

 第５条 市長は、この条例の目的を達成するため必要

があると認めるときは、生活安全モデル地域（以下

「モデル地域」という。）を指定することができる。

 ２ 市長は、前項の指定をしたときは、市広報等によ

り周知するものとする。 

 ３ 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなく

なったと認めるときは、指定を解除することができ

る。 

 ４ 市長は、モデル地域を指定し、又は解除しようと

するときは、当該地域の市民（滞在する者を除く。）

及び関係機関と協議するものとする。 

  

（市長が行う施策） （モデル地域における施策） 

第５条 市長は、第１条の目的を達成するため、次に

掲げる施策を実施するものとする。 

第６条 市長は、モデル地域を指定したときは、当該

地域について、次に掲げる施策を重点的に実施する

ことができる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

  

（団体への助成等） （団体への助成等） 

第６条 略 第７条 略 

  

（委任） （委任） 
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第７条 略 第８条 略 

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第４９号 

 

倉吉ふるさと未来づくり基金条例の制定について 

 

次のとおり倉吉ふるさと未来づくり基金条例を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉ふるさと未来づくり基金条例 

 

（設置） 

第１条 ふるさと納税寄附金を未来へ向けた個性豊かで活力ある地域づくりに活用するため、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第241条の規定に基づき、倉吉ふるさと未来づくり基金（以下「基金」

という。）を設置する。 

（基金の額） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とし、ふるさと納税寄附金その他の歳入をその

財源とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ

ばならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものと

する。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基

金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５０号 

 

倉吉市国民健康保険条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市国民健康保険条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市国民健康保険条例（昭和63年倉吉市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動条項等」という。）

に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動後条項等」

という。）が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動条項等に対応する移動後

条項等が存在しない場合には、当該移動条項等（以下「削除条項等」という。）を削り、移動後条項等に

対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動後条項等（以下「追加条項等」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条項等を除く。以下「改正

部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに追加条

項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第16条の３ 第９条の３又は第13条の基礎賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に

属する場合には、第９条の３の基礎賦課額と第13

条の基礎賦課額との合算額をいう。第20条及び第

21条において同じ。）は、54万円を超えることがで

きない。 

第16条の３ 第９条の３又は第13条の基礎賦課額

（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に

属する場合には、第９条の３の基礎賦課額と第13

条の基礎賦課額との合算額をいう。第20条及び第

21条において同じ。）は、52万円を超えることがで

きない。 

  

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第17条 第16条の４又は第16条の８の後期高齢者支

援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が

同一の世帯に属する場合には、第16条の４の後期

高齢者支援金等賦課額と第16条の８の後期高齢者

支援金等賦課額との合算額をいう。第20条及び第

21条において同じ。）は、19万円を超えることがで

きない。 

第17条 第16条の４又は第16条の８の後期高齢者支

援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が

同一の世帯に属する場合には、第16条の４の後期

高齢者支援金等賦課額と第16条の８の後期高齢者

支援金等賦課額との合算額をいう。第20条及び第

21条において同じ。）は、17万円を超えることがで

きない。 

  

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第21条 次の各号に該当する納付義務者に対して課

する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第９条

の３又は第13条の基礎賦課額からそれぞれ、当該

各号に定める額を減額して得た額（当該減額して

得た額が、54万円を超える場合には54万円）とす

る。 

第21条 次の各号に該当する納付義務者に対して課

する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第９条

の３又は第13条の基礎賦課額からそれぞれ、当該

各号に定める額を減額して得た額（当該減額して

得た額が、52万円を超える場合には52万円）とす

る。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に

掲げる金額に265,000円に当該年度の保険料賦

課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合にはその発生した日とする。）現在にお

いて当該世帯に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算

した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者であって前号に該当する者以外の者 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に

掲げる金額に26万円に当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在において

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって前号に該当する者以外の者 

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 
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ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項

に掲げる金額に48万円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生し

た場合にはその発生した日とする。）現在におい

て当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算し

た金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前２号に該当する者以外の者 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項

に掲げる金額に47万円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生し

た場合にはその発生した日とする。）現在におい

て当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算し

た金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であって前２号に該当する者以外の者 

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において、第１

項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第９条の３又は第13条」とある

のは「第16条の４又は第16条の８」と、「54万円」

とあるのは「19万円」と読み替えるものとする。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の

減額について準用する。この場合において、第１

項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、「第９条の３又は第13条」とある

のは「第16条の４又は第16条の８」と、「52万円」

とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

４ 略 ４ 略 

  

（徴収猶予の要件等） （徴収猶予） 

第25条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号の

いずれかに該当することによりその納付すべき保

険料、督促手数料及び延滞金（以下「保険料等」

という。）の全部又は一部を一時に納付すること

ができないと認める場合においては、その者の申

請によって、その納付することができないと認め

られる金額を限度として、１年以内の期間を限っ

て徴収猶予することができる。 

第25条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号の

いずれかに該当することによりその納付すべき保

険料の全部又は一部を一時に納付することができ

ないと認める場合においては、その申請によって、

その納付することができないと認められる金額を

限度として、３か月以内の期間を限って徴収猶予

することができる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 納付義務者又はその世帯に属する被保険者

が疾病又は負傷により所得が減少したとき。 

 

(３) 略 (２) 略 

(４) 略 (３) 略 

(５) 略 (４) 略 

 ２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明す

べき書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

 (１) 氏名、住所及び個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５

項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

 (２) 納期限及び保険料の額 

 (３) 徴収猶予を必要とする事由 

２ 市長は、前項の規定による徴収猶予をする場合

には、当該徴収猶予に係る金額を当該徴収猶予を
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する期間内の各月（市長がやむを得ない事情があ

ると認めるときは、その期間内の市長が指定する

月）に分割して納付させるものとする。 

３ 市長は、前項の規定により保険料等を分割して

納付させる場合においては、当該分割納付の各納

付期限及び各納付期限ごとの納付金額を定め、当

該徴収猶予を受けた者に通知しなければならな

い。 

 

４ 市長は、徴収猶予をした場合において、当該徴

収猶予をした期間内に当該徴収猶予をした金額を

納付することができないやむを得ない理由がある

と認めるときは、その申請によって、その期間を

延長することができる。ただし、その期間は、既

にその者につき徴収猶予をした期間と合わせて２

年を超えることができない。 

 

５ 第２項及び第３項の規定は、前項の規定による

徴収猶予の期間の延長をした場合について準用す

る。 

 

  

（徴収猶予の申請手続等）  

第25条の２ 前条第１項の規定による徴収猶予の申

請をしようとする者（以下この条において「申請

者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申

請書に次項に定める書類を添付して、市長に提出

しなければならない。 

 

(１) 氏名、住所及び個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５

項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

 

(２) 前条第１項各号のいずれかに該当する事実

があること及びその該当する事実に基づき保険

料等を一時に納付することができない事情の詳

細 

 

(３) 納付すべき保険料等の年度、種類、納期限

及び金額 

 

(４) 徴収猶予を受けようとする金額及びその期

間 

 

(５) 徴収猶予を受けようとする金額が100万円

を超え、かつ、徴収猶予の期間が３月を超える

場合には、提供しようとする地方税法第16条第

１項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び

所在（その担保が保証人の保証であるときは、

保証人の氏名及び住所又は居所）その他担保に

関し参考となるべき事項（担保を提供すること

ができない特別の事情があるときは、その事情）

 

２ 前項の規定による書類は、次に掲げる書類とす

る。 

 

(１) 前条第１項各号のいずれかに該当する事実

を証するに足りる書類 

 

(２) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明

らかにする書類 
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(３) 徴収猶予を受けようとする日前１年間の収

入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支

出の見込みを明らかにする書類 

 

(４) 徴収猶予を受けようとする金額が100万円

を超え、かつ、徴収猶予の期間が３月を超える

場合には、地方税法施行令（昭和25年政令第245

号）第６条の10の規定により提出すべき書類そ

の他担保の提供に関し必要となる書類 

 

３ 前条第４項の規定による徴収猶予の期間の延長

の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記

載した申請書に、第２項第２号から第４号までに

掲げる書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。 

 

(１) 氏名、住所及び個人番号  

(２) 徴収猶予の期間の延長を受けようとする保

険料等の年度、種類、納期限及び金額 

 

(３) 徴収猶予の期間内にその徴収猶予を受けた

金額を納付することができないやむを得ない理

由 

 

(４) 徴収猶予の期間の延長を受けようとする期

間 

 

(５) 第１項第５号に掲げる事項  

４ 市長は、第１項又は前項の規定による申請書の

提出があった場合には、当該申請に係る事項につ

いて調査を行い、徴収猶予若しくは徴収猶予の期

間の延長をし、又は徴収猶予若しくは徴収猶予の

期間の延長を認めないものとする。 

 

５ 市長は、第１項又は第３項の規定による申請書

の提出があった場合において、これらの申請書に

ついてその記載に不備があるとき、又はこれらの

申請書に添付すべき書類についてその記載に不備

があるとき、若しくはその提出がないときは、当

該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正

又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出（以

下この条において「申請書の訂正等」という。）を

求めることができる。 

 

６ 市長は、前項の規定により申請書の訂正等を求

める場合においては、その旨を記載した書面によ

り、これを当該申請書を提出した者に通知するも

のとする。 

 

７ 第５項の規定により申請書の訂正等を求められ

た者は、前項の規定による通知を受けた日から20

日以内に申請書の訂正等をしなければならない。

この場合において、当該期間内に申請書の訂正等

をしなかったときは、申請書の訂正等を求められ

た者は、当該期間を経過した日において当該申請

を取り下げたものとみなす。 

 

８ 市長は、第１項又は第３項の規定による申請書

の提出があった場合において、当該申請書を提出

した者について前条第１項又は第４項の規定に該

当すると認められるときであっても、次の各号の
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いずれかに該当するときは、徴収猶予又は徴収猶

予の期間の延長を認めないことができる。 

(１) 第25条の３第１項第１号に掲げる場合に該

当するとき。 

 

(２) 当該申請書を提出した者が、第10項の規定

による質問に対して答弁せず、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと

き。 

 

(３) 不当な目的で徴収猶予又は徴収猶予の期間

の延長の申請がされたとき、その他その申請が

誠実にされたものでないとき。 

 

９ 市長は、前項の規定により徴収猶予又は徴収猶

予の期間の延長を認めないときは、その旨を当該

申請書を提出した者に通知しなければならない。

 

10 市長は、第４項の規定による調査をするため必

要があると認めるときは、その必要な限度で、法

第113条の規定による当該職員（以下「当該職員」

という。）に、当該申請書を提出した者に質問させ、

又はその者の帳簿書類その他の物件を検査させる

ことができる。 

 

11 前項の規定により質問又は検査を行う当該職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請

求があったときは、これを提示しなければならな

い。 

 

  

（徴収猶予の取消し）  

第25条の３ 徴収猶予を受けた者が次の各号のいず

れかに該当する場合には、市長は、当該徴収猶予

を取り消し、当該徴収猶予に係る保険料等を一時

に徴収することができる。 

 

(１) 地方税法第13条の２第１項各号のいずれか

に該当する事実がある場合において、その者が

当該徴収猶予に係る保険料等を当該徴収猶予を

受けた期間内に完納することができないと認め

られるとき。 

 

(２) 第25条第２項又は同条第５項において準用

する同条第２項の規定により分割して納付させ

ることとした保険料等をその期限までに納付し

ないとき（市長がやむを得ない理由があると認

めるときを除く。）。 

 

(３) 当該徴収猶予に係る保険料等につき提供さ

れた担保を確保するため市長が必要な行為を求

めた場合において、当該徴収猶予を受けた者が

その求めに応じないとき。 

 

(４) 偽りその他不正な手段により当該徴収猶予

又は徴収猶予の期間の延長の申請がされ、その

申請に基づき当該徴収猶予又は徴収猶予の期間

の延長をしたことが判明したとき。 

 

(５) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の

事情の変化により当該徴収猶予を継続すること

が適当でないと認められるとき。 
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２ 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消す

場合には、地方税法第13条の２第１項各号のいず

れかに該当する事実があるときを除き、あらかじ

め、当該徴収猶予を受けた者の弁明を聞かなけれ

ばならない。ただし、その者が正当な理由がなく

その弁明をしないときは、この限りではない。 

 

３ 市長は、第１項の規定により徴収猶予を取り消

したときは、その旨を当該徴収猶予の取消しを受

けた者に通知しなければならない。 

 

  

（担保を徴する必要がない場合）  

第25条の４ 市長は、徴収猶予をする場合には、徴

収猶予に係る金額に相当する地方税法第16条第１

項各号に掲げる担保を徴さなければならない。た

だし、徴収猶予に係る金額が100万円以下である場

合、徴収猶予の期間が３月以内である場合又は担

保を徴することができない特別の事情がある場合

は、この限りでない。 

 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第16条の３、第17条及び第21条の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料

について適用し、平成27年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第５１号 

 

倉吉市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の制定について 

 

次のとおり倉吉市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例を制定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例 

 

（設置） 

第１条 本市の区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため、鳥獣による農林

水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号）第９条第１項

の規定に基づき、倉吉市鳥獣被害対策実施隊（以下「実施隊」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この条例において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物のうち規則で定めるもの

をいう。 

２ この条例において「農林水産業等に係る被害」とは、農林水産業に係る被害及び農林水産業に従

事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害をいう。 

（任務） 

第３条 実施隊は、本市の区域内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲そ

の他の被害防止策（以下「被害防止策」という。）を適切に実施することをその任務とする。 

（実施隊員） 

第４条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員（以下「実施隊員」という。）を置く。 

２ 実施隊員は、次に掲げる者をもって構成する。 

(１) 市の職員のうち市長が指名するもの 

(２) 被害防止策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、市長が任命するもの 

３ 前項第２号に掲げる実施隊員は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項に規定する

特別職の職員で非常勤とする。 

（報酬） 

第５条 前条第２項第２号に掲げる実施隊員の報酬は、特別職の職員の給与等に関する条例（昭和28

年倉吉市条例第29号）の定めるところによる。 

（補償） 

第６条 第４条第２項第２号に掲げる実施隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年倉吉市条例第39号）の定

めるところによる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案第５２号 

 

倉吉市建築審査会条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市建築審査会条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市建築審査会条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市建築審査会条例（平成19年倉吉市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正

後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を

当該移動後条とし、移動後条に対応する移動条が存在しない場合には、当該移動後条（以下「追加条」と

いう。）を加える。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。）を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201

号。以下「法」という。）第83条の規定に基づき、

倉吉市建築審査会（以下「審査会」という。）の組

織、委員の任期、議事その他審査会の運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201

号。以下「法」という。）第83条の規定に基づき、

倉吉市建築審査会（以下「審査会」という。）の組

織、議事その他審査会の運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

  

（組織） （組織） 

第２条 略 第２条 略 

  

（委員の任期）  

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

２ 委員は、再任されることができる。  

３ 委員は、任期が満了した場合においては、後任の

委員が任命されるまでその職務を行う。 

 

  

（招集） （招集） 

第４条 略 第３条 略 

  

（会議） （会議） 

第５条 略 第４条 略 

  

（関係者の出席等） （関係者の出席等） 

第６条 略 第５条 略 

  

（会議の公開） （会議の公開） 

第７条 略 第６条 略 

  

（会議録） （会議録） 

第８条 略 第７条 略 

  

（庶務） （庶務） 

第９条 略 第８条 略 

  

（委任） （委任） 

第10条 略 第９条 略 

  

 

附 則 
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 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第５３号 

 

倉吉市消防団員定数条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市消防団員定数条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

84



倉吉市消防団員定数条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市消防団員定数条例（昭和29年倉吉市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部

分を当該改正部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

 倉吉市消防団の消防団員の定数は、次のとおりと

する。 

 倉吉市消防団員の定数は次のとおりとする。 

倉吉市消防団の消防団員の定数 500人 倉吉市消防団員の定数 605人 

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（平成28年４月１日から平成30年３月31日までの

間の定数の特例） 

 

２ 平成28年４月１日から平成29年３月31日までの

間の倉吉市消防団の消防団員の定数（以下「定

数」という。）は、556人とする。 

 

３ 平成29年４月１日から平成30年３月31日までの

間の定数は、518人とする。 

 

  

  この条例は、公布の日から施行する。 

  

 

附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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議案第５４号 

 

倉吉市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 倉吉市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例（昭和29年倉吉市条例第26号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正

後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動号を

当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号（以下「追加号」と

いう。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。）に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（報酬） （報酬） 

第11条 消防団員には、次の階級の区分に応じた年

額により報酬を支給する。 

第11条 消防団員には、次の階級の区分に応じた年

額より報酬を支給する。 

階

級 
団長 

副団

長 

分団

長 

副分

団長 
部長 班長 団員

年

額 

82,5

00円 

69,0

00円 

50,5

00円 

45,5

00円 

37,0

00円 

37,0

00円

36,5

00円
 

階

級
団長

副団

長 

分団

長 

副分

団長 
部長 班長 団員

年

額

74,1

00円

56,1

00円

41,1

00円

29,7

00円 

24,0

00円 

21,0

00円

20,0

00円
 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（費用弁償） （費用弁償） 

第12条 消防団員が次の各号に掲げる職務に従事し

たときは、それぞれ当該各号に定める額の費用を

弁償する。 

第12条 消防団員が次の各号に掲げる職務に従事し

たときは、それぞれ当該各号に定める額の費用を

弁償する。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

(３) 水防拠点待機 １回につき2,500円  

(４) 火災予防 １回につき1,700円  

(５) 訓練又は研修 １回につき1,700円 (３) 訓練等 １回につき3,000円 

(６) 会議等 １回につき1,000円  

２ 略 ２ 略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の倉吉市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例第12条の規定は、この条

例の施行の日以後に従事する職務に係る費用弁償について適用し、同日前に従事する職務に係る費用弁

償については、なお従前の例による。 

 

87



議案第５５号 

 

倉吉市消防団員等公務災害補償条例及び倉吉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例の一部改正について 

 

 次のとおり倉吉市消防団員等公務災害補償条例及び倉吉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市消防団員等公務災害補償条例及び倉吉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例 

 

（倉吉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第１条 倉吉市消防団員等公務災害補償条例（昭和43年倉吉市条例第34号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の

欄中下線が引かれた部分（追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改

正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分

を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（審査請求） （異議申立） 

第25条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又

は疾病が公務若しくは消防作業等に従事し、救急

業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したこ

とによるものであるかどうかの認定、療養の方

法、損害補償の金額の決定その他の損害補償の実

施又はこれらについての不作為（以下「補償決定

等」という。）について不服のある者は、市長に

対して、審査請求をすることができる。 

第25条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又

は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは

救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事し

たことによるものであるかどうかの認定、療養の

方法、損害補償の金額の決定その他の損害補償の

実施について不服のある者は、市長に対して、異

議申立をすることができる。 

２ 市長は、前項の審査請求があった場合は、次の

各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞な

く、第27条に規定する倉吉市消防団員等公務災害

補償審査会に諮問しなければならない。この場合

において、行政不服審査法（平成26年法律第68

号）第９条第１項本文の規定は、同項ただし書の

規定に基づき、適用しない。 

 

(１) 審査請求が不適法であり、却下するとき。  

(２) 審査請求に係る補償決定等を取り消し、若

しくは変更し、当該審査請求に係る補償決定の

全部を認容して補償決定をし、又は不作為に係

る補償決定等をするとき。 

 

３ 市長は、前項の規定による諮問に対する答申が

あったときは、これを尊重して、速やかに、当該

審査請求に対する裁決をしなければならない。 

 

  

（審査会） （審査会） 

第27条 第25条の審査請求について審査及び判定を

するため、倉吉市消防団員等公務災害補償審査会

（以下「審査会」という。）を置く。 

第27条 第25条の異議申立てについて審査及び判定

するため、倉吉市消防団員等公務災害補償審査会

（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、委員４人で組織し、次に掲げる者の

うちから、第25条第２項の規定による諮問の都

度、市長が委嘱する。 

２ 審査会は、委員４人で組織し、次に掲げる者の

うちから、必要の都度、市長が委嘱する。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

３ 委員は、当該諮問に係る答申をしたときは、解

任されるものとする。 

３ 委員は、当該異議申立てに係る審査及び判定が

終了したときは、解任されるものとする。 

４～10 略 ４～10 略 
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11 第１項から前項までに定めるもののほか、審査

会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

11 第１項から前項までに定めるもののほか、審査

会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

  

附 則 附 則 

  

（他の法律による給付との調整） （他の法律による給付との調整） 

第７条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者

が、当該損害補償の事由となった障害又は死亡に

ついて次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の

種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金た

る給付の支給を受ける場合には、当分の間、この

条例の規定にかかわらず、この条例の規定（第19

条の２を除く。）による年金たる損害補償の額

に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の

種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額

（その額が当該年金たる損害補償の額から当該損

害補償の事由となった障害又は死亡について支給

される同表の中欄に掲げる年金たる給付の額の合

計額を控除した残額を下回る場合には、当該残

額）を支給し、その額に50円未満の端数があると

きは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端

数があるときは、これを100円に切り上げる。 

第７条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者

が、当該損害補償の事由となった障害又は死亡に

ついて次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の

種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金た

る給付の支給を受ける場合には、当分の間、この

条例の規定にかかわらず、この条例の規定（第19

条の２を除く。）による年金たる損害補償の額

に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の

種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額

（その額が当該年金たる損害補償の額から当該損

害補償の事由となった障害又は死亡について支給

される同表の中欄に掲げる年金たる給付の額の合

計額を控除した残額を下回る場合には、当該残

額）を支給し、その額に50円未満の端数があると

きは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端

数があるときは、これを100円に切り上げる。   
１  傷

病 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

を 除

く 。

） 

厚生年金保険法（昭和29年法律

第115号）の規定による障害厚

生年金又は被用者年金制度の一

元化等を図るための厚生年金制

度の一元化等を図るための厚生

年金保険法等の一部を改正する

法律（平成24年法律第63号。以

下この表及び次項の表において

「平成24年一元化法」とい

う。）附則第41条第１項の規定

による障害共済年金若しくは平

成24年一元化法附則65条第１項

の規定による障害共済年金（以

下「障害厚生年金等」とい

う。）及び国民年金法（昭和34

年法律第141号）の規定による

障害基礎年金（同法第30条の４

の規定による障害基礎年金を除

く。以下この表、次項の表及び

第５項の表において「障害基礎

年金」という。） 

0.73 

２  傷

病 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

障害厚生年金等及び障害基礎年

金 

0.82

（ 第

１ 級

又 は

第 ２

級 の

傷 病

傷 病 補

償年金

厚生年金保険法（昭和29年法律

第115号）の規定による障害厚

生年金及び国民年金法（昭和34

年法律第141号）の規定による

障害基礎年金（同法第30条の４

の規定による障害基礎年金を除

く。以下同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.73 
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に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

等 級

に 該

当 す

る 障

害 に

係 る

傷 病

補 償

年 金

に あ

っ て

は 、

0.81

） 

３  障

害 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

を 除

く 。

） 

障害厚生年金及び国民年金法の

規定による障害基礎年金 

0.73 

４  傷

害 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

障害厚生年金等及び障害基礎年

金 

 

0.82

（ 第

１ 級

又 は

第 ２

級 の

傷 病

等 級

に 該

当 す

る 障

害 に

係 る

障 害

補 償

年 金

に あ

っ て

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障 害 補

償年金

厚生年金保険法の規定による障

害厚生年金及び国民年金法の規

定による障害基礎年金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.73 
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は 、

0.81

） 

５  遺

族 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

を 除

く 。

） 

遺族厚生年金又は平成24年一元

化法附則第41条第１項の規定に

よる遺族共済年金若しくは平成

24年一元化法附則第65条第１項

の規定による遺族共済年金（以

下この表及び次項の表において

「遺族厚生年金等」という。）

及び国民年金法の規定による遺

族基礎年金（国民年金法等の一

部を改正する法律（昭和60年法

律第34号。以下「国民年金等改

正法」という。）附則第28条第

１項の規定により支給する遺族

基礎年金を除く。以下この表及

び次項の表において「遺族基礎

年金」という。） 

0.80 

６  遺

族 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

遺族厚生年金等及び遺族基礎年

金 

0.87 

 

 

 

 

遺 族 補

償年金

厚生年金保険法の規定による遺

族厚生年金及び国民年金法の規

定による遺族基礎年金（国民年

金法等の一部を改正する法律

（昭和60年法律第34号。以下

「国民年金等改正法」とい

う。）附則第28条第１項の規定

により支給する遺族基礎年金を

除く。以下同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.80 

 

２ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、

当該損害補償の事由となった障害又は死亡につい

て次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類

に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給

付の支給を受ける場合（前項に規定する場合を除

く。）には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定（第19条の２を除く。）に

よる年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げ

る当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄

に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表

の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該

２ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、

当該損害補償の事由となった障害又は死亡につい

て次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類

に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給

付の支給を受ける場合（前項に規定する場合を除

く。）には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定（第19条の２を除く。）に

よる年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げ

る当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄

に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表

の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該

92



年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由と

なった障害又は死亡について支給される同表の中

欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控

除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給

し、その額に50円未満の端数があるときは、これ

を切り捨て、50円以上100円未満の端数があると

きは、これを100円に切り上げる。 

年金たる損害補償の額から当該損害補償の事由と

なった障害又は死亡について支給される同表の中

欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控

除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給

し、その額に50円未満の端数があるときは、これ

を切り捨て、50円以上100円未満の端数があると

きは、これを100円に切り上げる。   

１  傷

病 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

災 害

に 係

る も

の を

除

く 。

） 

(１) 障害厚生年金等 

 

0.88 

(２) 障害基礎年金（当該損害

補償の事由となった障害につ

いて平成24年一元化法附則第

37条第１項に規定する給付の

うち障害共済年金、平成24年

一元化法附則第61条第１項に

規定する給付のうち障害共済

年金、平成24年一元化法附則

第79条に規定する給付のうち

障害共済年金又は厚生年金保

険制度及び農林漁業団体職員

共済組合制度の統合を図るた

めの農林漁業団体職員共済組

合法等を廃止する等の法律

（平成13年法律第101号）附

則第２条第１項第２号に規定

する旧農林共済法（以下この

表において「旧農林共済法」

という。）による障害厚生年

金（以下この表及び第５項の

表において「平成24年一元化

法改正前国共済法等による障

害共済年金」という。）が支

給される場合を除く。） 

0.88 

２  傷

病 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

に 限

る 。

(１) 障害厚生年金等 0.92

（第１

級の傷

病等級

に該当

する障

害に係

る傷病

補償年

金にあ

っ て

は 、

0.91）

(２) 障害基礎年金（当該損害

補償の事由となった障害につ

いて平成24年一元化法改正前

国共済法等による障害共済年

0.92

（第１

級の傷

病等級

傷 病 補

償年金

厚生年金保険法の規定による障

害厚生年金 

0.86 

国民年金法の規定による障害基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった障害により障害厚生年金

が支給される場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.88 
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） 金が支給される場合を除

く。） 

に該当

する障

害に係

る傷病

補償年

金にあ

っては

0.91）

３  障

害 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

を 除

く 。

） 

(１) 障害厚生年金等 

 

0.83 

(２) 障害基礎年金（当該損害

補償の事由となった障害につ

いて平成24年一元化法改正前

国共済法等による障害厚生年

金が支給される場合を除

く。） 

0.88 

４  障

害 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 わ

る も

の に

限

る 。

） 

(１) 障害厚生年金等 0.89

（第１

級又は

第２級

の障害

等級に

該当す

る障害

に係る

障害補

償年金

にあっ

ては、

0.88 

(２) 障害基礎年金（当該損害

補償の事由となった障害につ

いて平成24年一元化法改正前

国共済法等による障害共済年

金が支給される場合を除

く。） 

0.92

（第１

級の障

害等級

に該当

する障

害に係

る障害

補償年

金にあ

 

 

 

 

 

 

 

 

障 害 補

償年金

厚生年金保険法の規定による障

害厚生年金 

0.83 

国民年金法の規定による障害基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった障害により障害厚生年金

が支給される場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.88 
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っ て

は 、

0.91）

５  遺

族 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

を 除

く 。

） 

(１) 遺族厚生年金等 

 

0.84 

(２) 遺族基礎年金（当該損害

補償の事由となった死亡につ

いて平成24年一元化法附則第

37条第１項に規定する給付の

うち遺族共済年金、平成24年

一元化法附則第61条第１項に

規定する給付のうち遺族共済

年金、平成24年一元化法附則

第79条に規定する給付のうち

遺族共済年金又は旧農林共済

法による遺族共済年金（以下

この表において「平成24年一

元化法改正前国共済法等によ

る遺族共済年金」という。）

が支給される場合を除く。）

又は国民年金法の規定による

寡婦年金 

0.88 

６  遺

族 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

(１) 遺族厚生年金等 0.89 

(２) 遺族基礎年金（当該損害

補償の事由となった死亡につ

いて平成24年一元化法改正前

国共済法等による遺族共済年

金が支給される場合を除

く。）又は国民年金法の規定

による寡婦年金 

0.92 

 

 

 

 

遺 族 補

償年金

厚生年金保険法の規定による遺

族厚生年金 

0.84 

国民年金法の規定による遺族基

礎年金（当該損害補償の事由と

なった死亡により遺族厚生年金

が支給される場合を除く。）又

は国民年金法の規定による寡婦

年金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.88 

 

３ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、

当該損害補償の事由となった障害又は死亡につい

て次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類

に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給

付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例

の規定にかかわらず、この条例の規定（第19条の

２を除く。）による年金たる損害補償の額に、同

表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に

応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる

給付ごとに同表の右欄に掲げる率（当該年金たる

３ 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、

当該損害補償の事由となった障害又は死亡につい

て次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類

に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給

付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例

の規定にかかわらず、この条例の規定（第19条の

２を除く。）による年金たる損害補償の額に、同

表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に

応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる

給付ごとに同表の右欄に掲げる率（当該年金たる
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給付の２が支給される場合にあっては、当該年金

たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して

得た率から１を控除した率）を乗じて得た額（そ

の額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補

償の事由となった障害又は死亡について支給され

る同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給

付の額（当該年金たる給付の２が支給される場合

にあっては、その合計額）を控除した残額を下回

る場合には、当該残額）を支給し、その額に50円

未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円

以上100円未満の端数があるときは、これを100円

に切り上げる。 

給付の２が支給される場合にあっては、当該年金

たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して

得た率から１を控除した率）を乗じて得た額（そ

の額が当該年金たる損害補償の額から当該損害補

償の事由となった障害又は死亡について支給され

る同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給

付の額（当該年金たる給付の２が支給される場合

にあっては、その合計額）を控除した残額を下回

る場合には、当該残額）を支給し、その額に50円

未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円

以上100円未満の端数があるときは、これを100円

に切り上げる。   
１  傷

病 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

を 除

く 。

） 

(１) 国民年金等改正法附則第

87条第１項に規定する年金た

る給付に該当する障害年金

（以下「旧船員保険法の規定

による障害年金」という。）

0.75 

(２) 国民年金等改正法附則第

78条第１項に規定する年金た

る給付に該当する障害年金

（以下「旧厚生年金保険法の

規定による障害年金」とい

う。） 

0.75 

(３) 国民年金等改正法附則第

32条第１項に規定する年金た

る給付に該当する障害年金

（以下「旧国民年金法の規定

による障害年金」という。）

0.89 

２  傷

病 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

(１) 旧船員保険法による障害

年金 

0.83

（第１

級の傷

病等級

に該当

する障

害に係

る傷病

補償年

金にあ

っ て

は 、

0.82）

(２) 旧厚生年金保険法による

障害年金 

0.83

（第１

級の傷

病等級

に該当

する障

害に係

傷 病 補

償年金 

国民年金等改正法附則第87条第

１項に規定する年金たる給付に

該当する障害年金（以下「旧船

員保険法の規定による障害年

金」という。） 

0.75 

国民年金等改正法附則第78条第

１項に規定する年金たる給付に

該当する障害年金（以下「旧厚

生年金保険法の規定による障害

年金」という。） 

 

0.75 

国民年金等改正法附則第32条第

１項に規定する年金たる給付に

該当する障害年金（以下「旧国

民年金法の規定による障害年

金」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.89 
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る傷病

補償年

金にあ

っ て

は 、

0.82）

(３) 旧国民年金法による障害

年金 

0.93

（第１

級又は

第２級

の傷病

等級に

該当す

る障害

に係る

傷病補

償年金

にあっ

ては、

0.92）

３  障

害 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

を 除

く 。

） 

(１) 旧船員保険法の規定によ

る障害年金 

0.74 

(２) 旧厚生年金保険法の規定

による障害年金 

0.74 

(３) 旧国民年金法の規定によ

る障害年金 

0.89 

４  障

害 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

(１) 旧船員保険法による障害

年金 

0.83

（第１

級の障

害等級

に該当

する障

害に係

る障害

補償年

金にあ

っては

0.81、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障 害 補

償年金 

旧船員保険法の規定による障害

年金 

0.74 

旧厚生年金保険法の規定による

障害年金 

0.74 

旧国民年金法の規定による障害

年金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.89 
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害 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

第２級

の障害

等級に

該当す

る障害

に係る

障害補

償年金

にあっ

て は

0.82）

(２) 旧厚生年金保険法による

障害年金 

0.83

（第１

級の障

害等級

に該当

する障

害に係

る障害

補償年

金にあ

っては

0.81、

第２級

の障害

等級に

該当す

る障害

に係る

障害補

償年金

にあっ

て は

0.82）

(３) 旧国民年金法による障害

年金 

0.93

（第１

級又は

第２級

の障害

等級に

該当す

る障害

に係る

障害補

償年金

にあっ

ては、

0.92）

５  遺

族 補

(１) 国民年金等改正法附則第

87条第１項に規定する年金た

0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺 族 補

償年金 

国民年金等改正法附則第87条第

１項に規定する年金たる給付に

0.80 
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償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

を 除

く 。

） 

る給付に該当する遺族年金 

(２) 国民年金等改正法附則第

78条第１項に規定する年金た

る給付に該当する遺族年金 

0.80 

(３) 国民年金等改正法附則第

32条第１項に規定する年金た

る給付に該当する母子年金、

準母子年金、遺児年金又は寡

婦年金 

0.90 

６  遺

族 補

償 年

金

（ 第

18 条

の ２

に 規

定 す

る 公

務 上

の 災

害 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

(１) 国民年金等改正法附則第

87条第１項に規定する年金た

る保険給付のうち遺族年金 

0.87 

(２) 国民年金等改正法附則第

78条第１項に規定する年金た

る保険給付のうち遺族年金 

0.87 

(３) 国民年金等改正法附則第

32条第１項に規定する年金た

る給付のうち母子年金、準母

子年金、遺児年金又は寡婦年

金 

0.93 

 

該当する遺族年金 

国民年金等改正法附則第78条第

１項に規定する年金たる給付に

該当する遺族年金 

0.80 

国民年金等改正法附則第32条第

１項に規定する年金たる給付に

該当する母子年金、準母子年

金、遺児年金又は寡婦年金 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.90 

 

４ 略 ４ 略 

５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事

由について次の表の左欄に掲げる法律による年金

たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第

８条の規定にかかわらず、この条例の規定による

休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律に

よる年金たる給付の種類に応じ、同表の右欄に掲

げる率を乗じて得た額（その額がこの条例の規定

による休業補償の額から同一の事由について支給

される当該年金たる給付の額（当該年金たる給付

の２が支給される場合にあっては、その合計額）

を365で除して得た額を控除した残額を下回る場

合には、当該残額）を支給する。 

５ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事

由について厚生年金保険法の規定による障害厚生

年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金の

支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規

定にかかわらず、この条例の規定による休業補償

の額に、第１項又は第２項に規定する場合に応

じ、それぞれ第１項又は第２項に規定する傷病補

償年金について定める率を乗じて得た額（その額

がこの条例の規定による休業補償の額から同一の

事由について支給される当該年金たる給付の額

（当該年金たる給付の２が支給される場合にあっ

ては、その合計額）を365で除して得た額を控除

した残額を下回る場合には、当該残額）を支給す

る。 

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73  
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障害厚生年金等（当該損害補償の事

由となった障害について障害基礎年

金が支給される場合を除く。） 

0.88 

障害基礎年金（当該損害補償の事由

となった障害について障害厚生年金

等又は平成24年一元化法改正前国共

済法等による障害共済年金が支給さ

れる場合を除く。） 

0.88 

 

６及び７ 略 ６及び７ 略 

  

 

（倉吉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 倉吉市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（平成27年倉吉市条例第32号）の一部

を次のとおり改正する。 

 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

を加える。 

 

改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成27年10月１日から施行する。

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の倉吉市消防団員等公務

災害補償条例附則第７条の規定の適用について

は、当分の間、同条第２項の表傷病補償年金の項

中「障害により障害厚生年金」とあるのは「障害

により被用者年金制度の一元化等を図るための厚

生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年

法律第63号）附則第４条第３号に規定する改正前

国共済法、同条第６号に規定する改正前地共済

法、同条第９号に規定する改正前私学共済法若し

くは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済

組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共

済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律第

101号）附則第２条第１項第２号に規定する旧農

林共済法の規定による障害共済年金（以下単に

「障害共済年金」という。）又は障害厚生年金」

と、同表障害補償年金の項中「障害により障害厚

生年金」とあるのは「障害により障害共済年金又

は障害厚生年金」と、同表遺族補償年金の項中

「死亡により遺族厚生年金」とあるのは「死亡に

より被用者年金制度の一元化等を図るための厚生

年金保険法等の一部を改正する法律附則第４条第

３号に規定する改正前国共済法、同条第６号に規

定する改正前地共済法、同条第９号に規定する改

正前私学共済法若しくは厚生年金保険制度及び農

林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法

律（平成13年法律第101号）附則第２条第１項第
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２号に規定する旧農林共済法の規定による遺族共

済年金又は遺族厚生年金」とする。 

 ３ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年

金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律

第63号）附則第41条第１項の規定により障害共済

年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は同

法附則第65条第１項の規定により障害共済年金若

しくは遺族共済年金が支給される者に係るこの条

例による改正後の倉吉市消防団員等公務災害補償

条例附則第７条の規定の適用については、同条第

２項の表傷病補償年金の項及び障害補償年金の項

中「障害により障害厚生年金」とあるのは「障害

により障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化

等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成24年法律第63号）附則第41条第１項

の規定による障害共済年金若しくは同法附則第65

条第１項の規定による障害共済年金」と、同表遺

族補償年金の項中「死亡により遺族厚生年金」と

あるのは「死亡により遺族厚生年金又は被用者年

金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律附則第41条第１項の規定に

よる遺族共済年金若しくは同法附則第65条第１項

の規定による遺族共済年金」とする。 

  

 この条例は、平成27年10月１日から施行する。  

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にあった非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病

で公務又は消防作業等に従事し、救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるもの及

びこれらによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他の損害補償の実

施に係る不服申立ては、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の倉吉市消防団員等公務災害補償条例附則第７条第２項及び第５項の規定

は、施行日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに施行日前に支給すべき事由

の生じた施行日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施

行日前の期間に係る傷病補償年金及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従

前の例による。 
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議案第５６号 

 

工事請負契約の締結についての議決の一部変更について 

 

平成２８年１月１３日市議会の議決を経た成徳小学校教室棟建築工事（建築主体）係る「工事請負

契約の締結について」（平成２８年議案第２号）の一部を次のとおり変更することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

「工事請負契約の締結について」の 

６ 工事の期限 

「平成２８年３月２９日」を 

「平成２９年１月３１日」に改める。 
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議案第５７号 

 

定住自立圏の形成に関する協定の変更について 

 

次のとおり定住自立圏の形成に関する協定を変更することについて、地方自治法第９６条第２項の

規定による倉吉市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２１年倉吉市条例第１号）第２条及び定

住自立圏の形成に関する協定（平成２２年３月３１日締結）第６条後段の規定により、本市議会の議

決を求める。 

 

平成２８年２月２９提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書 

 

平成22年３月31日に倉吉市（以下「甲」という。）と三朝町（以下「乙」という。）との間で締結した定

住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 
政策分野 取組の内容 

役割分担 
政策分野 取組の内容 

役割分担 

 甲の役割 乙の役割 甲の役割 乙の役割

 略      略      

 結び

つき

やネ

ット

ワー

クの

強化 

略     結 び

つ き

や ネ

ッ ト

ワ ー

ク の

強化

略     

 地 域

内 外

の 住

民 と

の 交

流・移

住 促

進 

空き家

バンク

の連携

等によ

る移住

の促進 

略   地 域

内 外

の 住

民 と

の 交

流・移

住 促

進 

空き家

バンク

の連携

等によ

る移住

の促進

略   

  未婚・

晩婚化

の解消

への取

組の推

進 

圏 域

におけ

る 未

婚・晩

婚化の

解消に

向けた

取組を

効果的

に推進

するた

め、関

係する

イベン

ト、セ

ミナー

等の施

策を連

携して

実施す

る。 

(１) 乙の

関与する

イベント

等の情報

を発信

し、参加

者の確保

について

連携を図

る。 

(２) 乙及

び関係団

体と連携

し、イベ

ント等を

共同で企

画し、運

営する。 

(１) 甲の

関与する

イベント

等の情報

を発信

し、参加

者の確保

について

連携を図

る。 

(２) 甲及

び関係団

体と連携

し、イベ

ント等を

共同で企

画し、運

営する。

     

  略      略     

 略      略      

  

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成28年３月 日 

甲 鳥取県倉吉市葵町722番地 

倉吉市 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

乙 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番２ 

三朝町 

三朝町長 吉田 秀光 
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定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書 

 

平成22年３月31日に倉吉市（以下「甲」という。）と湯梨浜町（以下「乙」という。）との間で締結した

定住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 
政策分野 取組の内容 

役割分担 
政策分野 取組の内容 

役割分担 

 甲の役割 乙の役割 甲の役割 乙の役割

 略      略      

 結び

つき

やネ

ット

ワー

クの

強化 

略     結 び

つ き

や ネ

ッ ト

ワ ー

ク の

強化

略     

 地 域

内 外

の 住

民 と

の 交

流・移

住 促

進 

空き家

バンク

の連携

等によ

る移住

の促進 

略   地 域

内 外

の 住

民 と

の 交

流・移

住 促

進 

空き家

バンク

の連携

等によ

る移住

の促進

略   

  未婚・

晩婚化

の解消

への取

組の推

進 

圏 域

におけ

る 未

婚・晩

婚化の

解消に

向けた

取組を

効果的

に推進

するた

め、関

係する

イベン

ト、セ

ミナー

等の施

策を連

携して

実施す

る。 

(１) 乙の

関与する

イベント

等の情報

を発信

し、参加

者の確保

について

連携を図

る。 

(２) 乙及

び関係団

体と連携

し、イベ

ント等を

共同で企

画し、運

営する。 

(１) 甲の

関与する

イベント

等の情報

を発信

し、参加

者の確保

について

連携を図

る。 

(２) 甲及

び関係団

体と連携

し、イベ

ント等を

共同で企

画し、運

営する。

     

  略      略     

 略      略      

  

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成28年３月 日 

甲 鳥取県倉吉市葵町722番地 

倉吉市 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

乙 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留19番地１ 

湯梨浜町 

湯梨浜町長 宮脇 正道 
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定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書 

 

平成22年３月31日に倉吉市（以下「甲」という。）と琴浦町（以下「乙」という。）との間で締結した定

住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 
政策分野 取組の内容 

役割分担 
政策分野 取組の内容 

役割分担 

 甲の役割 乙の役割 甲の役割 乙の役割

 略      略      

 結び

つき

やネ

ット

ワー

クの

強化 

略     結 び

つ き

や ネ

ッ ト

ワ ー

ク の

強化

略     

 地 域

内 外

の 住

民 と

の 交

流・移

住 促

進 

空き家

バンク

の連携

等によ

る移住

の促進 

略   地 域

内 外

の 住

民 と

の 交

流・移

住 促

進 

空き家

バンク

の連携

等によ

る移住

の促進

略   

  未婚・

晩婚化

の解消

への取

組の推

進 

圏 域

におけ

る 未

婚・晩

婚化の

解消に

向けた

取組を

効果的

に推進

するた

め、関

係する

イベン

ト、セ

ミナー

等の施

策を連

携して

実施す

る。 

(１) 乙の

関与する

イベント

等の情報

を発信

し、参加

者の確保

について

連携を図

る。 

(２) 乙及

び関係団

体と連携

し、イベ

ント等を

共同で企

画し、運

営する。 

(１) 甲の

関与する

イベント

等の情報

を発信

し、参加

者の確保

について

連携を図

る。 

(２) 甲及

び関係団

体と連携

し、イベ

ント等を

共同で企

画し、運

営する。

     

  略      略     

 略      略      

  

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成28年３月 日 

甲 鳥取県倉吉市葵町722番地 

倉吉市 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

乙 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万591番地２ 

琴浦町 

琴浦町長 山下 一郎 
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定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書 

 

平成22年３月31日に倉吉市（以下「甲」という。）と北栄町（以下「乙」という。）との間で締結した定

住自立圏の形成に関する協定の一部を次のとおり変更する協定を締結する。 

 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 
政策分野 取組の内容 

役割分担 
政策分野 取組の内容 

役割分担 

 甲の役割 乙の役割 甲の役割 乙の役割

 略      略      

 結び

つき

やネ

ット

ワー

クの

強化 

略     結 び

つ き

や ネ

ッ ト

ワ ー

ク の

強化

略     

 地 域

内 外

の 住

民 と

の 交

流・移

住 促

進 

空き家

バンク

の連携

等によ

る移住

の促進 

略   地 域

内 外

の 住

民 と

の 交

流・移

住 促

進 

空き家

バンク

の連携

等によ

る移住

の促進

略   

  未婚・

晩婚化

の解消

への取

組の推

進 

圏 域

におけ

る 未

婚・晩

婚化の

解消に

向けた

取組を

効果的

に推進

するた

め、関

係する

イベン

ト、セ

ミナー

等の施

策を連

携して

実施す

る。 

(１) 乙の

関与する

イベント

等の情報

を発信

し、参加

者の確保

について

連携を図

る。 

(２) 乙及

び関係団

体と連携

し、イベ

ント等を

共同で企

画し、運

営する。 

(１) 甲の

関与する

イベント

等の情報

を発信

し、参加

者の確保

について

連携を図

る。 

(２) 甲及

び関係団

体と連携

し、イベ

ント等を

共同で企

画し、運

営する。

     

  略      略     

 略      略      

  

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成28年３月 日 

甲 鳥取県倉吉市葵町722番地 

倉吉市 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

乙 鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地１ 

北栄町 

北栄町長 松本 昭夫 
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議案第５８号 
 

鳥取県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約の締結に関する協議について 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第３項の規定により、次のとおり鳥取県自

治体ＩＣＴ共同化広域連携協約を締結することに関し鳥取県と協議することについて、本議会の議決

を求める。 
 

平成２８年２月２９日 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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鳥取県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約（倉吉市） 
（目的） 
第１条 この協約は、鳥取県（以下「甲」という。）及び倉吉市（以下「乙」という。）が連携して事

務を処理することにより、乙及び鳥取県内全域（以下「県全域」という。）における人口減少社会

に対応する行政体制の維持、事務の効率化を目指し、業務や情報システムの標準化、共同化による

経費削減のほか、情報システム運用上の安全性の確保、人材育成等に資するため、基本的な方針及

び役割分担を定めるものである。 
（基本方針） 
第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、県全域の他の市町村とともに鳥取県自治

体ＩＣＴ共同化推進協議会（以下「協議会」という。）を開き、定期的に協議を行うものとする。 
２ 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、別表に掲げる政策分野において、役割を分担

し、連携して事務を執行するものとする。 
（役割分担） 
第３条 甲及び乙の役割は、別表の役割分担の欄に掲げるとおりとする。 
（経費負担） 
第４条 前条に規定する役割分担に基づいて甲又は乙が事務を処理するために要する経費は、当該事

務について甲又は乙が本来果たすべき役割、両者の受益の程度その他の事情を勘案し、甲及び乙が

協議して定めるものとする。 
（秘密保持） 
第５条 甲及び乙は、別表の役割分担の欄に掲げる取組を通じ知り得た情報について、その内容の重

要度に応じ適切に取り扱うものとし、特に各団体の情報セキュリティに係る脅威拡大や信頼の失墜

等の不利益に繋がる恐れがある高い秘匿性が求められる情報については、当該団体の許可なく他者

へ公開及び提供しないものとする。 
（発効） 
第６条 この協約は、平成28年４月１日に効力を生ずる。 
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別表（第２条、第３条関係） 

政策分野 取組内容 
役  割  分  担 

甲 乙 
情報システム共

同化による事務

の効率化、コスト

削減の推進 

情報システム共同

化に向けた検討 
・乙と連携し、情報システム

の事務の標準化及び共同

化について具体的な検討

を行うほか、検討の実施を

統括する。 

・甲と連携し、情報システム

の事務の標準化及び共同

化について具体的な検討

を行う。 
 

情報システムの共

同調達の実施 
・協議会における協議結果に

基づき共同調達に参加す

る乙と共同し、共同調達に

係る事務を実施するほか、

共同調達事務を統括する。

・協議会における協議結果に

基づき共同調達に参加す

る団体は、甲と共同し、共

同調達に係る事務を実施

する。 
情報システムの共

同運用の実施 
・協議会における協議結果に

基づき共同調達に参加す

る団体と共同し、情報シス

テムの共同運用を実施す

るほか、共同運用の実施を

統括する。 

・協議会における協議結果に

基づき共同調達に参加す

る団体は、甲と共同し、情

報システムの共同運用を

実施する。 

情報システム運

用上の安全性の

確保 

情報セキュリティ

対策の推進 
・乙と共同し、情報セキュリ

ティ担当者を対象とした

情報セキュリティに係る

研修会及び情報交換会等

を開催する。 
・情報セキュリティに係る最

新情報の収集に努めるほ

か、上記研修会等の実施を

統括する。 

・甲と共同し、情報セキュリ

ティ担当者を対象とした

情報セキュリティに係る

研修会及び情報交換会等

を開催する。 

専門的知識が求

められるＩＣＴ

業務に対応でき

る職員の育成 

専門的知識の向上 ・乙と共同し、情報システム

の企画、運用管理等を担う

職員を対象とした専門的

知識の向上に係る事業を

実施するほか、事業を総括

する。 

・甲と共同し、情報システム

の企画、運用管理等を担う

職員を対象とした専門的

知識の向上に係る事業を

実施する。 

その他 共通する課題に関

する検討の実施 
・乙と共同し、その他自治体

ＩＣＴの推進に共通する

課題に関する検討を統括

し、これに必要となる協議

の場を随時設置する。 

・甲と共同し、その他自治体

ＩＣＴの推進に共通する

課題に関する検討を行う。
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議案第５９号 

 

鳥取県行政不服審査会共同設置規約を定めることに関する協議について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第３項において準用する同法第２５２条の

２の２第３項の規定により、次のとおり鳥取県行政不服審査会共同設置規約を定めることに関し当該

規約の別表に掲げる町村、一部事務組合及び広域連合並びに鳥取県と協議することについて、本市議

会の議決を求める。 

 

平成２８年２月２９日 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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鳥取県行政不服審査会共同設置規約 

（共同設置する地方公共団体） 

第１条 別表に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「関係市町村等」という。）並びに鳥

取県は、共同して行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」という。）第81条第１項に規

定する機関を設置する。 

（名称） 

第２条 この機関は、鳥取県行政不服審査会（以下「審査会」という。）という。 

（執務場所） 

第３条 審査会の執務場所は、鳥取県庁内とする。 

（組織） 

第４条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

（委員の選任方法） 

第５条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者のうちから、鳥

取県知事（以下「知事」という。）が任命する。 

２ 知事は、前項の規定により任命した委員の氏名を、関係市町村等の長又は管理者に通知するもの

とする。 

（委員の身分取扱い） 

第６条 委員の身分取扱いについては、知事の附属機関の委員とみなす。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（会長） 

第７条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。 

（専門委員） 

第８条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるも

のとする。 

４ 第５条第２項並びに第６条第１項及び第４項の規定は、専門委員について準用する。 

（会議） 

第９条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審査会は、在任委員及び議事に関係のある専門委員の総数の半数以上が出席しなければ、会議を

開くことができない。 

３ 会議の議事は、委員及び議事に関係のある専門委員のうち出席したものの過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 法第９条第２項各号に掲げる者である委員及び専門委員は、当該審査請求に係る議決に参加する

ことができない。 
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（負担金） 

第10条 審査会に関する関係市町村等の負担金の額は、知事及び関係市町村等の長又は管理者がその

協議により決定するものとする。 

２ 関係市町村等は、前項の規定による負担金を、鳥取県に交付するものとする。 

（収入及び支出） 

第11条 審査会に関する事務に係る収入及び支出については、鳥取県一般会計歳入歳出予算において

計上するものとする。 

（雑則） 

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。 

附 則 

 この規約は、平成28年４月１日から施行する。 

 

別表（第１条関係） 

 倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大

山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、鳥取県東部広域行政管理組合、鳥取県西部広域

行政管理組合、八頭環境施設組合、南部町・伯耆町清掃施設管理組合、日野町江府町日南町衛生施

設組合、米子市日吉津村中学校組合、日野病院組合、境港管理組合、鳥取中部ふるさと広域連合、

南部箕蚊屋広域連合、鳥取県後期高齢者医療広域連合 
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陳情第 １ 号

「地方議会版質問主意書制度」の創設に係る地方自治法の改正を求める

意見書提出について

１  提 出 者 足羽 佑太

２ 受理年月日 平成２７年１２月２２日

別紙のとおり陳情書の提出があった。

平成２８年 ２月２９日

倉吉市議会議長  高 田 周 儀

陳1



陳2



陳情第 ２ 号

地方自治法第９９条の改正を求める意見書提出について 

１  提 出 者 足羽 佑太

２ 受理年月日 平成２７年１２月２２日

別紙のとおり陳情書の提出があった。

平成２８年 ２月２９日

倉吉市議会議長  高 田 周 儀

陳3



陳4



陳情第 ３ 号

陳情の取り扱い「研究留保」の廃止について

１  提 出 者 足羽 佑太

２ 受理年月日 平成２７年１２月２２日

別紙のとおり陳情書の提出があった。

平成２８年 ２月２９日

倉吉市議会議長  高 田 周 儀

陳5



陳6



陳情第 ４ 号

軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や

予後の相談の出来る窓口などの設置を求める意見書提出について

１ 提 出 者 軽度外傷性脳損傷仲間の会

代表 藤本 久美子

２ 受理年月日 平成２８年 １月 ６日

別紙のとおり陳情書の提出があった。

平成２８年 ２月２９日

倉吉市議会議長  高 田 周 儀

陳7



陳8



陳9



A 



 

陳情第 ５ 号 

 

   旅客自動車運送事業に係る安全体制の整備を求める意見書提出について 

 

１  提 出 者   足羽 佑太 

 

２  受理年月日   平成２８年 １月２６日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２８年 ２月２９日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 

陳10



弟子議会議長様

旅客自動車運送事業に係る安全体制の整備について（陳情）

このことについて、下記のとおり陳情します二

記

第一陳情の趣旨

平成28年1月2-6日

陳情者：鳥取県倉吉市新田 12 9 

足羽佑太。

旅客自動車運送事業（道路運送法（昭和26年6月 1日法律第183号。以下、単に「法Jという。）第3条各

項に掲げるものをいう。以下同じ。）について、その輸送の安全性を確保し、道路運送の利用者・乗務員の生命・

身体の安全を守るため、事業者の新規参入時・更新時の要件を厳格化したり、現行45 Okmとなっている一

人での退転の上限など現行法見直しの検討を行うこと、各事業所に対する監査体制を強化することなど、国及

び国土交通省において、早急に所要の対策が取られるべきことについて、貴議会より、意見書の提出を賜りた

第二陳情の理由

(1）スキーパス事故の発生と問題簡裁

2016年（平成28年） 1月 15日午前1時随分頃、長野県北佐久君階井択町の国道路切断くバイパスの入

山峠付近で、定員45人の大型勧色パスがガードレーノレをなぎ倒し、道路脇に転落する事故が起きた。運転手2
人を含む、乗員・乗客41人中 15人が死亡、生存者も全員が負傷し、過去30年で最多の歩踏が出る事故とな

った。まず、この事故で亡くなった方に、心から哀悼の意を表するものである。

この事故で亡くなった人々の多くは、冬付ゆ中の大学生たち。スキーを楽しみにしていたはずである。目が

覚めたら、身体が傷つきながら、真っ暗な閣の中に放り出されていた苦しみは、どれだけのものだっただろう。

思い出されるのは、関越道で2012年（平成24年） 4月29日に起きたツアーパス事故。都市間ツアーパス

が防音壁に衝突し、乗客7人が死亡、乗客乗員 39人が重軽傷を負った。彼らも、ディズニーランドを目指し

た中の悪夢だった。

あの後、一般乗合旅客自動車運送事業（法弟3条第1項イ。一般に「乗り合いパスJという。）や寸受貸切旅

客自動車運送事業（法弟3条第1項ロ。一般に Fツアーノ〈スJとし、う。）に対する規制が一本化されるなど、対

策が取られたはずだ、ったが、今回の事故で蓋を開けてみれば、旅行会社（キースツアー）や樹子会社（イーエ

スピ｝）には、数々の問題キ漣反が指摘されており、関越道事故の教訓が、事実上生かされていない実態が明

らかとなっている。

(2）事故原因と問題点

(a）従業員の労働環境

報道によれば、関西大学怯会安全学部教授の安部議官台氏 C公益事業論、交通政策論）は、「過労や風民りがな

かったか、または、心筋梗塞などで意識を失った可能性も検討する必要がある」「パス業者の競争は激しく、ド

ライパー不足もあって、現場に無理を強いる業者もいる。国も制度を見直して規制を強化してきたが、寸分で

はなく、まだまだ見直す余地はある。Jと指摘し、病気のみならず、過労が一因ではないかとの認識を示してい

る。同社は 2015年 2月に国交省の立ち入り捜査を受けており、その際、運転手の乗務前の健康診断及。酒気

帯び確認、入制寺の適性検査などを怠っていたことが判明し、この事故の2目前の 1月 13日に 1台を漸刊事

止とする行政処分を受けている。このたびの事故の運転手も、一度も健康診断を行っていなかった。

パス運転の担い手は、訪日観光客の増加など、人科ミ足となった影響で高齢化が進み、全産業の平均年齢と

比べると 6歳も高しも更に、 60歳以上の割合は、全体の 16.4%となっている。事故車の運転手も65歳であっ

た。高齢の身に毎日の激務で、異変を起こした可能性も高い。毎日新聞は、長野県・斑尾高原に向かうパスの

男性運転手（63）の話として、「側民できるけど疲れはとれないJとのコメントを掲載している。現地到着し

てから次の運転まで側聞軒高は8時間確保されているが、昼夜逆転の不規則さのため、側民スペースでは熟睡

できないことも多く、帰り道はいつも睡魔との闘いになるそう。それだけ、激務なのだろう。別のパス運転手
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(5 4）は「競争が激しく運賃が相当下がった。しわ寄せは遺伝手さJと噴く。

高速ノ〈スは、関越道の事故を受け、長匪灘（漸子醐佐が夜間必Okm以上の場合）には運転手を2名以上乗

務させるよう、規則が改正された占しかし、ひとりで必Okmとし、うのは、仮に高速で、羽1km樹子の場合でも5

時間の逓伝鳥取道・鳥取ICから、東名高速・掛川IC（樹司県）ほどの醐佐である。渋滞に蹴ればもっと大

変で、しかも、それが夜となれば、明け方にやってくる眠気と闘いながら瀞云しなければならなしL激務であ

る。

この4回1kmというE鴎釦こついては、「長すぎる」と指摘する専門家々覗揚の方も多く、改正の必要があるの

ではなかろうか。

(b）勝子会社の経験

事故を起こしたパス会社「イーエスピーJは、 2008年の設立当初は響備業務が専門で、いわば異業種からの

転執パス事業に参入したのは日が浅く 2014年4月。ノウハウなど、十分に持ち合わせていたカ凝間である。

(c）ツア｝会社と溜子会社との下請けの関係

遺留子会社「イーエスピーJは闘が定める基準倣27万円）を下回る金額納 19万円）で、ツアー会社「キ

ースツアーJから引き受けていた。もちろん、その分のコストカットを強いられ、運転手の労働環境が劣悪に

なることは容易に推察される。イーエスビーの営業部長はIキースツアー以外にも、これまでに3～4社から国

の基準を下回る安し、価格で度行を受注していたJ「ツアー会社のほうが立場が強いJと話しているとおり、「元

請けJと「下請けJでは、どうしても後者が弱くなってしまう。

(d）パス違街路の無断変更と、運転手の技量不足

ツアーの行程表によると、パスは松井田妙義インターチェンジから上信越自動車道を利用して斑尾高原のホ

テルへ向かうことになっており、事故現揚となった碓氷バイパスは計画と異なる経路であった。運転手が会社

に報告せず勝手にルートを変更した場合、道路運送法違反となる。

また、事故車の運転手が事故の前月まで、 J}Jjの会社で・，j型のパスを運転していたとのことで、慣れないパス

を運転しての技量不足が一因だったのではと見る向きもある。運転手の以前の勤務先の関係者は、運転手が大

型パスに不慣れで深夜経験も乏しかったとし、イ｝エスピー幹部も「高速道路だけで、 1一般道はやらせないよ

うにしていたJと話している。

(e）車両の問題

当該事故車両には、 ドライブ、レコーダ｝は装着されておらず、 13年超使用された中古車両で、車両の不具

合の可能性も指摘されている。また、スピードや車問麟症などに応じて、車体が自動で制覇操作を行う自動プ

レーキ機能などがついていれば、事故の発生や被害の程度を抑制できていたかもしれない。

( f)シートベルト

現在、乗合パス・貸切パス車両においては、高速道路上において、客席のシートベルト着用が義務化されて

いるものの、一勝葦でのシートベルト非着用の罰則は存在しておらず、シートベルトを締めていない乗客が多

かったと雄測されている。イーエスピ叶員Jjは、口頭によって運転手lこシ｝トベルトの着用をアナウンスするよ

う伝えていたとしているが、乗客の 1人が「シートベノレトをLていなかった人が多く、運転手も注意しなかっ

たJという。これも、一般遁においても着用を推進する必要があるのではなかろうか。

第3 総括
以上述べてきたとおり、この事故の背景には、格安パス需要の急増による運転手不足、可処分断専の低い層

を中心として、格安パスに対するニ｝ズの存在と運賃値下げ競争、ドライバーに対する教育・！経験の不足、長

蹄監をひとりで運転する事に対する過労など、労働者の労働環境、「発注側Jたる企画会制2「下請けjたる運

行会社に安価に委託する構図、パス車体の安全対策ヰ構造上の問題（自動ブレーキの不柄主、今回のように、

上から押しつぶされる形での種離にはもろい）！など、様々な改善すべき問題があると恩われる。鳥取県におい

ても、乗合パス・ツアーパス事業者は多く存在し、それらは旅客の大切な命を預かっている。本県も無関係で、

はなし、。

ついては、首記のとおり、ι旅客自動車運送事業について、その輸送の安全性を確保し、道路運送の利用者・

乗務員の生命・身体の安全を守るため、事業者の新規参入時・更抑寺の要件を厳格化すること、現行45 Okm . 

となっているひとりでの運転の上限の変更など現行法見直しの検討を行うこと、各事業所に対する監査体制を

強化することなど、国及ひ胃士あ通省において、早急に所要の対策が取られるべきことについて、貴議会より、

意見書の提出を賜りたし九

以上
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A 



 

陳情第 ６ 号 

 

   最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書提出について 

 

１  提 出 者   鳥取県労働組合総連合 

議長 田中 暁 

 

２  受理年月日   平成２８年 ２月 ５日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２８年 ２月２９日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 
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陳情第 ７ 号 

 

   公契約条例の制定による適正賃金・労働条件の確保と地域経済の振興を求める陳情 

 

１  提 出 者   鳥取県労働組合総連合 

議長 田中 暁 

 

２  受理年月日   平成２８年 ２月 ５日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２８年 ２月２９日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 
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陳16



 

陳情第 ８ 号 

 

   精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出について 

 

１  提 出 者   鳥取県精神障害者家族会連合会 

会長 濵﨑 智熙 

 

２  受理年月日   平成２８年 ２月 ８日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２８年 ２月２９日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 
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陳18



 

陳情第 ９ 号 

 

   倉吉市小学校再編具体案（草案）に示された高城小学校の統合に反対する陳情 

 

１  提 出 者   横手自治公民館長 河野 誠司 ほか１６名 

 

２  受理年月日   平成２８年 ２月１０日 

 

 別紙のとおり陳情書の提出があった。 

 

  平成２８年 ２月２９日 

 

             倉吉市議会議長  高 田 周 儀 
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A 



陳情第 １０ 号

未来の有権者のための模擬投票所設置に関する陳情

１ 提 出 者 任意団体 Kids Voting Japan 

代表 寒川 友貴 

２ 受理年月日 平成２８年 ２月１５日

別紙のとおり陳情書の提出があった。

平成２８年 ２月２９日

倉吉市議会議長  高 田 周 儀
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